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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成３１年第１回美幌町議会定例会、第

３日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、９番坂田美栄子さん、１１

番橋本博之さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、加藤教育長職務代理者、所用のた

め、本日午後以降、欠席の旨、届け出があ

りました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

 ５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君）〔登壇〕 おはよう

ございます。 

 それでは、通告順に従いまして、一般質

問をさせていただきます。 

 まず、本町災害対策についてでありま

す。 

 一つ目、災害に強いまちづくりについ

て。 

 平成３０年９月６日に発生した胆振東部

地震により全道的に発生いたしました一斉

停電、いわゆるブラックアウトですが、当

町も多方面にわたり被害がありました。 

 あれから半年が経過した今もなお、町民

が口々にするのは、真冬でなくてよかった

という声であります。 

 先月２６日に、北見市にあります日本赤

十字北海道看護大学におきまして、厳冬期

避難所展開・宿泊演習２０１９が行われま

した。冬期に災害が生じた際の対応策を実

践的に明らかにすることを目的とし、こと

しで９回目を数えます。 

 今回は、専門職能者として、命を守る避

難所を提言するとともに、演習参加者の冬

季対応能力の向上を目指して実施したとあ

ります。 

 演習プログラムのキーワードは、Ｔ（ト

イレ）、Ｋ（キッチン）、Ｂ（ベッド）、

プラスＷ（ウオーム、暖房）でした。 

 今回の想定は、２０１９年１月２６日午

後０時４５分に北海道内で大規模地震によ

る停電が発生。外気温は氷点下４度。停電

により情報伝達手段が機能せず、機材、資

材、食材は貯蔵してあるもののみ。２００

人収容できる避難所を開設する。避難者で

はなく、運営側の気持ちになって体験を

と、参加者１８０名へ心構えを説いたと主

催者は述べています。 

 冬期間における停電は、命に直結する問

題です。避難所体制、備蓄倉庫、備蓄品、

避難所内での過ごし方等、取り組むことが

山積しています。 
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 このことについて、町長の考えをお示し

ください。 

 二つ目、防災クロスロード、Ｄｏはぐの

普及について。 

 Ｄｏはぐは、真冬に直下型地震が発生

し、ガス等が使えないという想定に沿っ

て、２５０枚のカードで示されたさまざま

な条件をグループで話し合って解決してい

く、防災教育ゲームです。静岡県が開発し

た避難所運営ゲーム、ＨＵＧに、北海道の

積雪寒冷の厳しい気候面や東日本大震災の

経験などの観点を加えることにより、道民

の方々が避難所運営を自分事として捉え、

地域防災対策の課題を見つけやすくするこ

とを目的としたゲームです。 

 当町における利用状況、活用方法の考え

方をお示しください。 

 ２番目、美幌こども食堂支援策につい

て。 

 一つ、美幌こども食堂の活動と事業継続

に対する支援策について考えをお尋ねしま

す。 

 全町民対象地域共生型美幌こども食堂

は、子供や高齢者の孤食解消、異世代交

流、相互扶助や見守りのきっかけの場とし

て、平成３０年８月に運営が始まりまし

た。地域の子供は地域が育てるの言葉どお

り、子供たちを中心とした地域コミュニテ

ィーの活性化につながる活動を行っていま

す。 

 現在は、月２回、午後５時から午後７時

まで開設され、利用料は、高校生までは無

料、１８歳以上は２００円で、毎回温かい

愛情あふれるメニューが振る舞われ、会場

には明るい笑顔が広がっています。美幌小

学校区の地域用水広報館、旭小学校区の青

稲地区ふれあい会館の２カ所で運営されて

います。３月には、美幌こども食堂の拠点

として、東陽小学校区内にも立ち上げが決

まっています。 

 本年２月１９日現在において、２２回開

催され、毎回約５０名に上る利用者があ

り、延べ人数も１,０００人を超えました。

ボランティアサポーターも１０名を超える

協力があり、厨房もにぎわっています。こ

れらの高邁な熱い思いに支えられながら、

美幌こども食堂は運営されています。 

 現在は、複数の農家から食材の無償提供

の協力を得て、ほかに町内多数の法人、個

人からの支援で運営されています。 

 さまざまな広がりを見せる、美幌こども

食堂の今後の事業、子供と高齢者の見守り

の場、居場所づくり、若いボランティア育

成の場づくりを健全で安定的に事業を継続

させていく上で、行政の支援を形にしてい

く考えはありませんか。町長の考えをお示

しください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 稲垣議員

の質問にお答えいたしたいと思います。 

 初めに、災害対策についてであります

が、１点目の災害に強いまちづくりについ

てであります。 

 災害は、季節を問わず、いつでも起こり

得るものでありますが、防災の基本は自助

であり、自分や家族の身は自分や家族で守

るという意識を町民の皆様一人一人に持っ

ていただくとともに、事前の備えなど、防

災に取り組んでいただくことが重要と考え

ております。 

 各家庭での備蓄品や心構えなどは、夏季

では暑さへの対策、冬季では雪や寒さへの

対策など、季節によって異なることから、

さまざまなケースを想定しながら、啓発、

周知を図っていきたいと考えております。 

 避難所の体制についてでありますが、冬

季に備えた暖房器具については、町内１９

カ所の避難所に、灯油ストーブ７６台、ジ

ェットヒーター１４台、毛布１,９７０枚を

配備するとともに、燃料は、北見地方石油

業協同組合との防災協定に基づき提供をい

ただき、暖房確保を図っておりますが、引

き続き必要整備数などについて検証を進め

てまいりたいと考えております。 



 

－ 117 － 

 避難所での過ごし方についてですが、平

成５年１月１５日に発生した釧路沖地震や

平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路

大震災など、冬期に発生した災害に関する

報告書によりますと、避難所生活において

は、積雪、乾燥、寒冷などによるさまざま

な制約や災害によるストレスが問題とされ

ています。 

 避難生活におけるストレス軽減のために

は、非日常的な環境を前もって体験する生

活体験型訓練が有効と考えておりますが、

訓練実施に当たっては、参加者の安全確保

が最重要となりますので、冬期訓練を実施

している団体等からノウハウを取得し、慎

重に検討していきたいと考えております。 

 ２点目のＤｏはぐの普及についてであり

ます。 

 北海道版の避難所運営ゲームであるＤｏ

はぐは、避難所に見立てた図面を用いて、

適切な避難所運営や実際に起こり得る出来

事への対応を模擬体験する一種の図上訓練

アイテムであり、手軽に避難所運営をイメ

ージできるものとなっております。 

 美幌町では、平成２８年度から、オホー

ツク総合振興局の協力により、自主防災総

合訓練が開催される地区の方々や防災マス

ターに参加していただき、年１回開催して

いるところでございます。 

 平成３０年度では、自主防災総合訓練予

定地区であった北地区を対象に実施したほ

か、美幌町民生児童委員協議会と美幌町地

域包括支援センターの共催による合同研修

会として実施しております。 

 Ｄｏはぐの進行は、基本的にＤｏはぐマ

スターが行っており、美幌町において実施

する場合は、オホーツク総合振興局に在籍

するＤｏはぐマスターに依頼し、開催して

おりますが、自助、共助の意識高揚のた

め、有効な手段であるとともに、昨年策定

いたしました美幌町避難所運営マニュアル

に基づき、避難所運営を地域の皆様方に担

っていただくこととなり、そのシミュレー

ションとして効果的なものだと考えており

ますので、オホーツク総合振興局と連携し

ながら推進していくよう検討してまいりま

す。 

 災害対応の基本である自助、共助、公助

の三助を充実させながら、それぞれを連携

することによって、災害が発生しても最小

限の被害でとどめられるよう、町といたし

ましても準備、対応を図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いいた

したいと思います。 

 次に、美幌こども食堂支援策について、

美幌こども食堂の活動と事業継続に対する

支援策についてでありますが、昨今、ＮＰ

Ｏ法人やボランティア団体が、地域の子供

たちに対し、無料または安価で栄養のある

食事や温かな団らんを提供する取り組みを

行う、いわゆる子ども食堂が全国各地で開

設されています。子ども食堂は、子供の食

育や居場所づくりにとどまらず、それを契

機に高齢者や障がい者を含む地域住民の交

流拠点に発展する可能性があり、地域共生

社会の実現に向けて大きな役割を果たすこ

とが期待されております。 

 しかし、全国的な状況においては、地域

住民の子ども食堂に対する関心が薄く、取

り組みを発展させる機運の醸成が十分に図

られない地域や、学校、教育委員会などの

協力が得られないといった課題を抱えてい

る地域も存在するとのことであります。 

 こうした中、美幌こども食堂は、全町民

対象の地域食堂として、また、地域コミュ

ニティーを形成した取り組みとして、大変

意義のある活動と認識しております。 

 御質問の事業継続のための行政の支援を

形にしていく考えでありますが、美幌こど

も食堂の財政支援として応援する会が立ち

上がることを、先ごろ、ボランティアサポ

ーターの方より情報提供いただき、大変心

強い思いをいたしているところでありま

す。 

 この高邁なボランティア活動を尊重しな
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がら、行政といたしましては、人材支援や

情報提供といった側面的な役割を考えてお

ります。このため、まち育出前講座を初

め、高齢者の介護予防教室や健康教育な

ど、各分野におけるでき得る支援を行って

まいりますので、御理解賜りますようお願

いをいたします。 

 以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 災害に対する取り

組みのお話につきましては、昨年９月にも

一般質問をさせていただいたところで、今

回も一般質問についてはいろいろと思いあ

ぐねた部分もあったのですが、現在３月、

東日本大震災が発生したのは３月１１日、

また、先般の胆振地方の大地震からもちょ

うど半年後ということで、新聞、テレビ等

の報道も多方面にわたり流れているところ

であります。そしてまた、鉄は熱いうちに

打てというわけではありませんが、町民の

意識がまだまだ高いうちに、町に対しても

今後の考えをただしていくのがベターだろ

うという考えで、この場に立たせていただ

きました。 

 そこで、再質問させていただきますが、

あれから半年たちまして、庁内でも、町長

以下、皆様はいろいろと防災対策について

意見をめぐらせてきたことだろうと想像す

るわけですが、今回のブラックアウトを受

けて美幌町が学んだことはどういうことで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） まず、大きく

１点は、今の情報伝達手段としては、電力

を使った情報伝達手段であるという中か

ら、ブラックアウトの状態ではなかなか思

うような情報伝達ができないということが

１点と、生活の大半が電気の供給の中で成

り立っているというところからいくと、大

きく生活の不便を生じるというところがご

ざいます。 

 それから、美幌町においても、ブラック

アウトが起きるということを想定した備蓄

品等々を含めて整備をしてきていない、ま

た、その対応を含めた計画を持っていない

というところについて大きく反省した中

で、とりあえず、病院においても、人工透

析などの医療もなかなか厳しい状況にあっ

たということから、まず、ライフラインを

含めて、命を守る最低限のものの整備をし

ていく必要があるのだろうと考えておりま

すし、備蓄計画においても、今後、さまざ

まな角度から検討した中で、必要なものに

ついては、再度、備蓄計画を持ちながら、

年次的も含めて整備をしていくことが必要

であると認識をしたところでございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 今、部長がおっし

ゃった内容は全町民的に感じているところ

なのだろうと思います。 

 そこで、今回、私が気になったところ

は、この質問にございますように、日本赤

十字北海道看護大学におきまして、厳冬期

避難所展開、これがことしで９回にわたっ

て実施されているということです。この避

難所展開に参加された方にたまたまお会い

する機会があったものですから、いろいろ

とお話を聞かせていただきました。 

 全国から、九州を含めて１８０名の参加

があったということで、いろいろと聞いて

いきますと、特別、看護大から参加要請が

あったわけでもなく、そういう募集があっ

たわけではないのですが、看護大学という

のは大学なので研究機関なのです。そこ

で、今まで過去７回の冬期における避難所

の暮らしの仕方を研究した中で、昨年か

ら、これは一般にも公開して、いろいろな

ノウハウを展開して、オープンにして、皆

さんの地域で自分たちを守る避難所生活

を、命をつなげていくということを広く知

らしめたいということで、昨年から一般公
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開しているとお聞きしました。 

 そこの参加者を聞きますと、弁護士か

ら、看護師から、保健師から、もちろん一

般の町民・市民の方と、本当にありとあら

ゆる方が参加しているということです。 

 このことについて、美幌町は、そういう

避難所展開をしていることを認識されてい

て、運動しているということは御存じでし

たでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 十分承知をし

ておりまして、実際に防災担当もそちらに

参加をさせていただいているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） それは、いつ参加

されて、どのようなお宝を持って帰ってき

て、反映されているのかという話を聞きた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ことし開催さ

れたものには、都合で出られなかったので

すが、おととし開催されたものについて

は、防災担当が出席をしまして、その中

で、避難所の運営についてはいろいろな角

度から考える必要があるということと、冬

期間については、想定されていないものが

必要となってくることもあるということも

含めて、さまざまな防災計画の中におい

て、あるいは、備蓄計画において、慎重に

見直しをかけた中で、それぞれ計画の練り

直しも再度必要だという話は聞いてござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 防災士とか、防災

士マスターとか、防災リーダーとか、いろ

いろな立場で防災に関する取り組みをされ

ている方々が美幌町にも多いと聞いていま

すが、そういう方たちへの、例えば、昨

年、看護大で学んできたことのフィードバ

ックはされているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 基本的に、冬

期間におけます避難所運営とか、災害を想

定した訓練は、計画をしていなかったとい

うのが現状です。 

 今までやってきている訓練についても、

夏場から秋口にかけての訓練がほとんどと

いうことで、答弁書にもありましたけれど

も、災害はいつ起こるかわからないという

ところから考えますと、さまざまな環境の

中で訓練をする必要があるのだろうと考え

ていますし、さまざまな地域で災害が起こ

る可能性があります。 

 これは、地震だけでなく、火事について

もそうですし、さまざまな時期にさまざま

な事案が発生をするということを含めて、

訓練をどう組み立てていくかということに

ついてもう一度考えながら、平成３１年度

は全町民を対象とした訓練を実施する予定

でございますが、さまざまなことを考え

て、今度は冬期間に訓練をするとか、今、

子供を対象としたものを１回やっています

けれども、今度は一般の町民の方を対象と

した冬期間の訓練もやはり必要だろうと考

えておりますので、そういう取り組みを検

討しながら、早いうちに実施ができるよう

に考えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） いろいろと調べて

いきますと、防災訓練にはいろいろなパタ

ーンがあるとは思うのです。私も、以前、

自分の所属する自治会で体験したことがあ

るのですが、結局、規模が大き過ぎてとい

いますか、机上でいろいろなことを考えら

れて実施されていると思うのですが、現場

に行くと、ああ、こんな感じか、右に行け

と言えば右に行き、左に行けと言えば左に

行くということで、自分で考えて動くこと

が残念ながらなかったなという思いがあり

ます。 
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 ですから、今求められるのは、昨年の一

般質問でも町長は、自助、共助、公助とい

うことで、まず、それぞれの立場でそれぞ

れの思いできちんと動く、自分の身は自分

で守るということが大切なのだと再三おっ

しゃられていたと思います。 

 例えば、今回、１９の各避難所では、灯

油ストーブ、ジェットヒーター、毛布があ

りますけれども、避難所に必ずしも電気が

あるかどうかわからない、ジェットヒータ

ーも電気が通って使えるのかどうかもわか

らないという状況の中で、これらの資材、

機材がもし使えないという場面が発生した

場合まで考え進めていくと、さあ、次はど

うなるのだということに思いをめぐらせる

わけです。 

 ここで思うのは、行政というのは、もち

ろん１から１０まで全てを守ることができ

るというふうに思っていませんし、我々も

何でもかんでも行政に頼るという考え方や

行動は慎むべきだと思いますし、そのため

に、自分のことは自分で考えるような動機

づけのための防災資材も配られていると認

識しています。 

 しかしながら、人間というのは、９月６

日のブラックアウトを体験したときは、な

かなか大変だな、電気がないと不便だなと

思いつつも、半年たって、今、この真冬で

起きたらどうだろうという言葉は口にはす

るのですが、そこから先、自分でブレーカ

ーを落として寒い体験をするということ

は、私もここで発言しておきながら、なか

なかまだ思い至らない部分があります。 

 そこで、動機づけということを考える

と、せっかく防災訓練を行うわけですか

ら、そこまで踏み込んだ、導入部分で構わ

ないと思いますので、ぜひそういうことも

考えていただきたいと思います。 

 そういうことをやりたいと思っていると

思うのですが、例えば、答弁にございます

ように、参加者の安全確保が最重要と答え

ています。ここで思うのは、町の優しさが

町民の行動などにブレーキをかけているの

ではないかと思うのです。もっと皆さんが

自由に考えて、この場でどうぞ一晩過ごし

てください、ここには毛布とジェットヒー

ターがあるけれども、電源がないよね、で

も、ガスはあるよねというように、別にサ

バイバルゲームをしようとはこれっぽっち

も思っていませんけれども、ある程度考え

させる、行動させるという防災訓練がきっ

と求められているのだろうと思います。 

 １０月６日に自治会連合会などがかかわ

る全町的な防災訓練があると聞いてはおり

ますけれども、ここで今私が言ったような

防災訓練を求めるのは無理な話なのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 考えさせる訓練に

ついては、できないことはないと思いま

す。もちろん、参加者は、いろいろな考え

を持ってその場に来られていると思います

ので、より考えるような方法をこれからし

っかりと考えて対応していきたい、そのよ

うに思っております。 

 それで、冬期間はまだ実際にやっており

ませんので、近い将来、早いうちにやらな

ければいけないだろうと思っておりますの

で、ぜひともそのように御理解いただきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 今回は、全町的な

防災総合訓練に自衛隊も参加されると聞い

ていますが、本当に災害が起きた場合、自

衛隊も各部隊がいろいろなエリアに配属さ

れて、美幌町のためだけに動くということ

がなかなかかなわない部分が発生すると考

えます。また、警察や消防団の方たちも、

いろいろなトレーニングをされていて、き

っと力になってくれるとは思いますけれど

も、自分の家、自分の家庭をまず守って、

安全を確保してから現地に駆けつけると

か、そういうことが今は当たり前の状況だ
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と認識しております。 

 ですから、我々一人一人が高い意識を持

って防災訓練に取り組まなければならない

のだろうと、一般質問をするに当たりまし

て、いろいろと勉強した中で思うところで

あります。 

 例えば、自分の命を守るという判断のと

きに、町長に一つお願いですが、ここで改

めて発信、発言を求めたいと思うのです

が、とにかく自分の命は自分で守る、これ

は先ほどから何回も言っていますけれど

も、その後、逃げ延びて避難所まで行った

方たちに対しては、全力で我々美幌町行政

が守るよ、だから、まずもって皆さんは自

分の命は自分で守ることを最大限考えて行

動してほしいと、そこまで言い切ることが

可能でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） もちろん、職員

も、大災害になれば被害を受けると思いま

す。そんな中でも、多分、公助という最後

の守りをどうするかということは、それぞ

れ職員は考えていると思いますので、多少

のことがあっても、避難所に駆けつけた

り、あるいは本部に来たり、そういうこと

はあると思いますので、自分の命はまず自

分で守る。そして、まだ傷を負っていな

い、あるいは動ける方については、地域の

皆さんを含めて手助けをしていただく。そ

して、最後の守りは我々がしっかりとやら

ねばいかぬという思いでありますので、そ

れについてはしっかりとやっていきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 力強いお言葉をあ

りがとうございます。 

 そこで、くどいですけれども、自分のこ

とは自分で守る、救命救急とか、防災マス

ター、防災リーダーを育むというのは、私

たち自分自身のことでありますので、より

そういう仕組み、仕掛けがあるという発信

もまたいろいろな機会でしていただきたい

と思います。 

 そこで、大体でいいのですが、美幌町の

防災士とか防災リーダーというのは、何歳

ぐらいの方が多いのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 防災危機管理主

幹。 

○防災危機管理主幹（河端 勲君） ただ

いまの御質問でございますけれども、公表

されている資料を見る限り、４０歳代から

６０歳代にかけての方が多くいらっしゃる

ように認識しております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 高齢社会でありま

して、元気な御年輩の方も多いと思うの

で、私は、自分もことし６０歳で、もう少

しで高齢者の仲間入りをしますけれども、

体力、気力のある人たちは、ぜひ防災リー

ダーとなって、地域を支える人たちになっ

てほしいと思うのです。決して年配だから

できないというのではなくて、年配だから

できる部分もきっとあると思うのです。 

 何が言いたいかといいますと、例えば、

ある高校で、女子高生が急に気絶して倒れ

たというときに、ばっと集まっても、人工

呼吸など救助するためのノウハウは、残念

だけれども、皆さんまだまだ持っていない

かもしれません。でも、御存じのとおり、

人工呼吸をするためには、かなりの時間、

救急車が来るまでの間、対応しなければな

らない。そのときに、例えば、あえて言え

ば、服を剝いで直接心臓マッサージをしな

ければならないとか、相手が女子高生であ

るとか、救命できるのは高齢の方で、長い

こと心臓マッサージはできない。でも、そ

んな方は、自分ではできないかもしれない

けれども、ノウハウ、知識を持っていれ

ば、その中で心臓マッサージができる人を

探してやってもらいながら、例えば、やじ

馬がいるときには後ろ向きになってコート

を脱いで見えないように隠すだとか、ま
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た、周りにいる人たちに、もっとこうして

くれ、ああしてくれと、いろいろな指示は

できると思うのです。 

 ですから、本当に、誰彼なく、老若男女

かかわらず、防災リーダーとしてまちにい

ることによって、自分たちがそこの場に駆

けつけて何かをしなければならないという

よりも、そういう方たちが身近にいること

によって、人を助けるためのいろいろなノ

ウハウを皆さんに教えてあげて、その人た

ちの命をつないでいく、守っていく、そう

いう考えができると思うのです。自分たち

が率先して担いだり、何かしたりというこ

とでなくても、そういうことが地域力の高

さをきっとつけていくのだろうと思いま

す。 

 私は、そういう人たちを一人でも多く美

幌町にふやす仕組み、仕掛けをもっともっ

としたらいいのではないかという提案をし

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 全くそのとおりだ

と思います。地域力を上げるためには、そ

れぞれができる範囲のことをして、あと

は、自分の中でのイメージづくりです。例

えば、災害が発生したときに、何ができる

のかというところを問い詰めていけば、日

常的にそういうことが素直に、率直にでき

るのではないかと思っております。 

 先ほど、平均年齢が４０歳代から６０歳

代にかけてと言っていました。それで、職

員も、救急救命講習を３年更新で消防に行

って受講しています。ことし、受検しま

す。そうすると、３年後に繰り返してもう

一度やるということでありますので、最低

限、心肺蘇生をできると思います。そうい

う意識の中で、ふだんからそういう意識を

持ちながら、そういう取り組みをぜひして

いただきたいと改めて思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 災害への取り組み

については、ますます待ったなしでやらな

ければならないことがたくさんあると思い

ますので、ぜひ、我々町民も一緒に、力強

い、災害に強いまちづくりができるように

協力していきたいと思います。 

 次のＤｏはぐですが、１点だけです。ず

っと関連してやっていますけれども、Ｄｏ

はぐは、シミュレーションです。避難所で

どういう運営をするか。ＨＵＧ、避難所運

営ゲームということで、これを考えると、

私もずっと大人とか高齢者とかの話をして

いましたが、どうなのでしょうか。災害

は、あえて言えば、年中行事でいつ来るか

わからないです。そんな感覚でいけば、子

どもへの防災教育というのは英語と並んで

同じぐらいの必須レベルの教育になるので

はないかと思います。 

 平成２９年３月にも、小学校高学年、中

学生を対象とした冬の災害体験を通じてセ

ミナーを行っていると聞いています。単発

的な防災教育もわかりますが、これを日常

的に学校教育の中に取り込んでいく、それ

こそ、子供のときから自分のことは自分で

守る、そういう意識づけをより深く進めて

いくべきだと思いますが、このＤｏはぐを

使って、そういう子供たちの教育認識をよ

り高めていくという考え、取り組みはござ

いませんか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 一般的に、正常化

の偏見という言葉があるそうです。これ

は、日常的にいろいろなことが起きると思

います。十数年前に、一度、韓国で地下鉄

で煙が出てきたのですが、皆さんは自分に

はかかわりないことだろうと、自分に都合

がいいように考えるということを正常化の

偏見という言葉であらわされているそうで

す。 

 一転して、東日本大震災のときには、て

んでんこという言葉もありました。やは

り、自分の身は自分で守るということを基

本にしながら、そういった教育もぜひ必要
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だと私は思っております。昨年、小学校

で、北海道庁から職員が来て訓練をやった

ようであります。そういった中から、自分

の身は自分で守るということを、体験上そ

ういったことにしっかり取り組むといいま

すか、自分の中で確固たるものとして身に

つけていかなければいけないのではないか

と思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 今、町長がおっし

ゃったのは、いみじくも、きょうの道新に

も載っていました。自分は大丈夫は禁物と

いうことで、正常性バイアスという言葉を

使っていましたが、自分は大丈夫、自分に

は起きない、そういう根拠のない自信は、

私もたくさんあってよく怒られます。人間

というのは、どうしても強い恐怖、怖いも

のから逃げたいという思いが働きますの

で、そういう根拠のない自信が蔓延する

と、いざというときに困るということで

す。 

 美幌町でもありました。日の出地区で避

難勧告があったときに、ペットがいるから

避難所へ行けないとか、自分のところには

水は上がってこないから大丈夫みたいな、

きっとそういうことが今の正常性バイア

ス、偏見ということなのだろうと、改めて

身につまされる思いがしています。 

 ですから、三つ子の魂百ではありません

けれども、小さいうちからのそういう学校

教育にもぜひ日常的に取り組んでいただき

たいということを、今、教育部長とも目が

合いましたので、きっと御理解いただけた

と思っておりますので、以上で、災害につ

いての質問は終わらせていただきます。 

 続きまして、美幌こども食堂でありま

す。答弁からいくと、意義のある活動とい

うふうに町も認識はしておりますけれど

も、そういう側面的な役割を考える人材支

援、情報提供、まち育出前講座とか介護予

防教室、でも、美幌こども食堂でどういう

出前講座を考えているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今、美幌こど

も食堂のほうでお聞きしているのは、お子

様だけでなくて、お年寄り、高齢者の方も

見えているということですので、その中

で、町として考えられるのは、健康講座と

か、介護予防教室とか、そういう部分につ

いて支援ができるものと考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 大変ありがたい取

り組みを考えていらっしゃるのだなと思い

ますけれども、この中で、美幌こども食堂

に食べに行ったとか、見学してきたという

方はいらっしゃいますか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） どなたがとい

うことでは承知しておりませんが、町の職

員、今、議場にいる職員も見学に行った

り、実際に食堂へ行っているということは

お聞きしております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 青稲会館、広報館

は、どちらも大きい会場はあるのですけれ

ども、会館使用料の問題もありますし、ど

うしても人気の高い会館ですので、広い会

場は、ほかのグループやサークルなどが使

っていて、広いところはなかなか思うよう

に使えていないのが現状です。 

 行ったのであればわかると思うのです

が、畳の部屋とか、小さい６畳程度の部屋

ですか。長テーブルが左右２枚で４枚並べ

てあって、そこで、入れかわり立ちかわ

り、要は、余り広い会場ではないので、そ

こでゆっくり座って談笑しながらという目

的で美幌こども食堂の運営の皆さんも考え

てはいるのですが、そういうゆったりとし

た中ではまだまだできていません。でも、

そんな中で、毎回５０人ほどの御利用があ

ります。 
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 済みません。１点訂正があるのですが、

月２回の利用と書いていますが、これは一

つの会場で月２回、美幌町全体といいます

か、美幌こども食堂全体では月４回の利用

というふうに訂正させていただきます。 

 そんな中で、５０人が午後５時から７時

までの２時間の中で入れかわり立ちかわり

利用されているのです。その中では、今言

ったまち育講座がどこでどういうふうに、

実際にやるときにまた現場でいろいろと考

えるのかもしれませんが、思うのは、これ

から支援しようとか考えていこうといった

ときに、先ほどの災害対策にもつながるの

ですが、どういう状況でこの物事が動いて

いるか、運営されているかということを実

際にごらんになって、把握した中で答弁を

いただけると、非常に話はかみ合うのでは

ないかと思うのです。実際にやるとなれば

もちろん考えると言うのかもしれません

が、こういう答弁書で返ってくるからに

は、それなりの自信と責任があるからだと

思うので、誰かが行ったであろうとか、き

っとやってくれるだろうとか、そういう意

識で答弁されると非常に困るのです。 

 ですから、もう少し現場に行って、どう

いう取り組みをされているのか、どういう

顔ぶれであの場所が運営されているのか、

日々の仕事は忙しいとは思いますけれど

も、子ども食堂という名前は全国で数千カ

所運営していると思うのですが、美幌町の

取り組みのスタイルは全国でもなかなかな

いのだろうと私もいろいろと調べた中では

思っております。 

 美幌こども食堂が、単なる孤食とか、貧

困とか、コミュニティーの場ということに

とどまらないという非常に大きな可能性を

秘めている取り組みなのです。そういう可

能性がある取り組みであるという認識はお

持ちでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） これは、子供や高

齢者の孤食といいますか、ひとりで食べて

いる、それをもうちょっと広げていこうと

いうようなところからスタートしたのでは

ないかと思っております。 

 その後、異世代交流とか相互扶助、見守

りのきっかけの場として展開されていると

いうことであります。実は、私もきのう行

ってみましたけれども、狭い場所では限界

があるなという思いをしました。もうちょ

っと広い場所で皆さんがそろって食事をす

れば、これはまた違う展開になってくるの

ではないかという思いをしております。 

 そんな中で、派生的といいますか、相互

扶助や見守りのきっかけの場としてという

ことでありますので、ぜひとも、職員も、

早い機会にそういうところに出向いて、現

場で何が起きているか、そして、現場で何

に困っているのかを見ながら、次の一手を

考えていくというのが我々の役目だと思っ

ております。どうか御理解をしていただき

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 町長も見学に行か

れて、私の話も一定の理解をいただいたと

いうことで、今後の町の取り組みに期待す

るところですが、何が必要で、何に困って

いて、どういう支援が必要なのかという話

に最後はなるのだろうと思います。 

 こういう新しい事業が立ち上げられたの

は、代表を含めて、ボランティアスタッフ

の熱い思いが今を形づくっているのだろう

と本当に感服するところであるのですが、

物事を立ち上げるときは何でもそうで、雪

だるまは、小さな雪の塊からだんだん大き

くしていきますが、最初の一つの転がりは

非常に莫大なエネルギーがかかるのだろう

ということは、私もいろいろな経験があり

ますので理解します。今は、もう二十数回

で、延べ人数１,０００人を超えたという非

常になれ親しんできた取り組みをやってい

るのだなと理解するのですが、そこで一番

求められるのは、この事業が長続きする、
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継続して行われていくというところが一番

肝要なのだろうと思います。 

 そこには何が必要かと言うと、地域の皆

さんの、地域のボランティアスタッフの熱

い思いもありますし、このまちを支えてい

こうというありがたい気持ちが如実にあら

われている取り組みです。 

 町長は、あそこの取り組みで経費が大体

どれぐらいかかっているかは御認識されて

いますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 詳しくはわかりま

せんけれども、経費的には１００万円ちょ

っとだったと思いました。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 済みません。私の

聞き方が的を外れていました。 

 聞くところによると、１回の運営に約２

万円ほどかかっているということです。会

場費とか、食材とか、ボランティアスタッ

フの方たちも長く続けていただくために、

車代ということで、有償ボランティアとい

うことで、もちろん有償と言っても最低賃

金に届くようなものではありません。１回

で数百円というものです。今、一番負担に

なっているのはどういう部分かと聞いたと

ころ、大人は１人２００円いただくので、

大体五、六千円の収入はあるのですが、も

ちろん子供は無料なので、そういうものを

差し引くと、１回で一万五、六千円で運営

していると聞きました。約２万円の経費が

かかって、５,０００円程度の売り上げとい

いますか、食事代が入ってくるということ

です。 

 ですから、１万５,０００円が月４回、大

体毎月６万円ぐらいの手出しといいます

か、ボランティアスタッフの皆さんの御努

力で運営されているわけです。そういう部

分をまずは認識していただきたいというこ

とと、継続するためには、それらの負担を

少なくして、皆さんのまちを思う熱い気持

ちを継続させていくためには、人的支援ま

たは物的支援がこれから求められていくの

だろうと思います。 

 あそこは、大人や子供のたまり場という

ことで、学童保育が終わってからも遅い時

間までやっています。遅い時間といっても

７時までですが、子供たちを守る場所とし

ても運営されているという現実もあの場所

で体感をしていただきたいと思います。 

 最後に、今後の経費面での補助といいま

すか、支援策についてはどのようにお考え

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今は、代表の方を

含めて、農家の方が多いということで、食

材の提供があると聞いております。 

 大変厳しい状況の中で、大人は２００

円、子供、高校生以下は無料ということで

実施されております。ただ、私は、最初の

意気込みはすごいと思って見ていました。 

 財政支援については、今後の課題になっ

てくると思いますので、今の体制をしっか

りやり抜いていって、それを継続してやっ

ていただいて、どうしても厳しい状況があ

れば、行政がどうできるかについては今後

の課題だと思っておりますので、御理解を

お願いしたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 私も議員１期目を

やらせていただいて、一般質問を含めて

常々思うのですが、あえて言えば、あれも

取り組んでくれ、これも取り組んでくれ、

これについてはどうなんだとアクセルをフ

ルスロットルで踏んできましたけれども、

また、ある場面では、エンジンブレーキや

らフットブレーキやらいろいろなブレーキ

をかけつつ、町にいろいろな話をしてきま

した。 

 ただ、アクセルを踏むところは踏む、ブ

レーキをかけるところはかける、そのドラ

イブテクニックといいますか、そこを踏み
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間違えないように、常に町長は、いろいろ

な厳しい判断をまとっているのだろうと感

じるのですが、こういう町民の小さな思い

から、今、これだけ大きな活動へと進展し

ているものをぜひ切らすことなく、そうい

うボランティアを育てるまちだ、そういう

ことを支えていくまちなのだというところ

を、ぜひ形としてお示しいただいて、美幌

町民の熱い思いをぜひつなげていっていた

だける、温かなまちづくりに今後とも取り

組んでいただけるように切に切に願いまし

て、質問を終わらせていただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１１時１５分といたします。 

午前１１時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 議案第 ９号から 

      議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 議案第

９号美幌町職員の自己啓発等休業に関する

条例の一部を改正する条例制定についてか

ら議案第２０号平成３１年度美幌町病院事

業会計予算についてまでの１２件を議題と

いたします。 

 順次、提案者から説明を求めます。 

 説明に当たっては、簡潔に要点を得た説

明を願います。説明者は、着席のままでの

説明を許します。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、議長のほ

うからお計らいがございましたので、大変

失礼かと存じますが、第９号以降の議案に

ついては、着座のまま御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 それでは、議案の１９０ページになりま

す。 

 議案第９号美幌町職員の自己啓発等休業

に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて。 

 美幌町職員の自己啓発等休業に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定

しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料により

御説明を申し上げますので、参考資料の５

ページをお開きいただきたいと思います。 

 資料３、議案第９号関係です。 

 改正の目的は、学校教育法の一部改正に

伴い、引用条項の規定を整備するものでご

ざいます。 

 改正内容でございます。 

 この条例につきましては、大学等におけ

る履修や国際貢献活動など、職員の資質向

上のための休業に係る条例でございます

が、今回、学校教育法の一部改正によりま

して、教育施設の条項が変更になったこと

から、引用する条文の改正を行おうとする

ものでございます。 

 施行日につきましては、平成３１年４月

１日でございます。 

 なお、新旧対照表を６ページに添付して

おりますので、参考としていただきたいと

思います。 

 続きまして、議案１９１ページになりま

す。 

 議案第１０号美幌町職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定について。 

 美幌町職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。 

 記以下につきましては、参考資料の７ペ

ージにより御説明をさせていただきたいと

思います。 

 資料４、議案第１０号関係です。 

 改正目的につきましては、働き方改革を

推進するための関係法律の整備に関する法

律により、民間労働者の時間外労働の上限

規制等が導入されたこと、また、国家公務
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員の超過勤務命令を行うことができる上限

等が人事院規則で定められたことを受け

て、町職員の時間外労働の上限規制等を規

則で定めるため、規定を整備しようとする

ものでございます。 

 改正内容でございます。 

 規定につきましては、規則で規定という

形になります。 

 改正内容の参考の中に書いてあります３

項目について、規則の改正を行おうとする

ものでございます。 

 根拠法令等については、記載のとおりで

ございます。 

 施行日につきましては、平成３１年４月

１日の施行でございます。 

 新旧対照表を８ページに添付させていた

だいておりますので、参考としていただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 議案の１９２

ページをお開き願います。 

 議案第１１号美幌町放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について御

説明申し上げます。 

 美幌町放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の９ページを

お開き願います。 

 資料５、議案第１１号関係、条例名は省

略させていただきます。 

 改正の目的でありますが、学校教育法の

改正により、国の放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準が改正された

ため、同基準に準じて条例の一部を改正す

るものであります。 

 改正内容につきましては、資格要件の追

加でありまして、学校教育法の改正によ

り、専門職業人の養成を目的とする専門職

大学の制度が設けられたことに伴い、放課

後児童支援員の基礎資格として、規定され

た学科または課程を修めて専門職大学の前

期課程を修了した者を追加するものであり

ます。 

 新旧対照表は１０ページでございます。 

 根拠法令等は、学校教育法、放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準

で、施行日は、平成３１年４月１日であり

ます。 

 以上、御説明いたしました。 

 御審議賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（石澤 憲君） 議案１９

３ページをお開き願います。 

 議案第１２号美幌町水道事業布設工事監

督者の配置基準及び資格基準並びに水道技

術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。 

 美幌町水道事業布設工事監督者の配置基

準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。 

 記以下につきましては、参考資料で御説

明いたしますので、参考資料の１１ページ

をお開き願います。 

 資料６、議案第１２号関係であります。 

 改正目的でありますが、学校教育法及び

技術士法施行規則の一部改正に伴い改正し

ようとするものであります。 

 改正内容でありますが、１点目に資格要

件の追加であります。 

 学校教育法の一部改正により、大学制度

の中に位置づけられ、専門職業人の養成を

目的とする新たな高等教育機関として、専

門職大学及び専門職短期大学の制度を設け

ることとされ、専門職大学（４年制）の課

程は、前期課程（２年または３年）及び後

期課程（２年または１年）に区分され、当

該前期課程を修了した者については、短期
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大学の卒業と同様の教育水準を達成したも

のとみなされ、短期大学士相当の学位が授

与されることとなり、各資格基準において

専門職大学の前期課程を修了した者は、短

期大学を卒業した者に相当することとなる

ため、大学等卒業者に専門職大学の前期課

程修了者が含まれる旨を条例に追加しよう

とするものであります。 

 ２点目に、資格要件の削除であります。 

 技術士法施行規則の一部改正により、技

術士試験の第２次試験について、選択科目

の水道環境が上水道及び工業用水道に統合

されることとなったため、水道環境を条例

から削除しようとするものであります。 

 根拠法令につきましては、記載のとおり

であります。 

 施行日は、平成３１年４月１日でありま

す。 

 なお、参考資料の１２ページから１３ペ

ージまで、改正に係る新旧対照表を添付し

ておりますので、御参照願いたいと思いま

す。 

 以上、御説明申し上げました。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 議案１９５ペ

ージになります。 

 議案第１３号平成３１年度美幌町一般会

計予算については、別冊の各会計予算書に

より御説明を申し上げますので、予算書の

５ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 予算書の５ページになります。 

 平成３１年度美幌町一般会計予算につい

て御説明を申し上げます。 

 平成３１年度美幌町の一般会計の予算

は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳

出それぞれ１０２億４,８０２万８,０００

円と定める。 

 第２項につきましては、事項別明細書で

御説明を申し上げます。 

 債務負担行為。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定に

より債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、第２表、債務

負担行為で御説明を申し上げます。 

 地方債。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の

規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、第３表、地方債により御説

明を申し上げます。 

 一時借入金。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２

項の規定による一時借入金の借り入れの最

高額は、２５億円と定めるものでございま

す。 

 それでは、１１ページをお開きいただき

たいと思います。 

 第２表、債務負担行為でございます。 

 債務負担行為につきましては、数年度に

及んで債務を負担する契約を締結するな

ど、将来にわたって財政負担を設定するも

ので、平成３１年度以降における支払いに

ついて、その期間、限度額を定めようとす

るものでございます。 

 まず、１段目のＺＥＢ実現に向けた先進

的省エネルギー建築物実証事業委託料でご

ざいます。 

 期間が、平成３１年度から平成３２年度

まで、限度額が５２万８,０００円でござい

ます。 

 これは、庁舎建設に当たり、ＺＥＢ補助

金の申請に係る資料の作成等をＺＥＢプラ

ンナーに委託するものでございまして、補

助金の申請に当たり、ＺＥＢプランナーの

関与が条件となっているためでございま

す。 

 ２段目の自動車借り上げ料でございま

す。 

 期間につきましては、平成３１年度から

平成３３年度まで、限度額につきまして
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は、１３７万１,０００円でございます。 

 平成３１年度より採用を予定しておりま

す地域おこし協力隊の隊員活動用の車両１

台を借り上げるものでございます。 

 その下の自動体外式除細動器借り上げ

料、期間につきましては、平成３１年度か

ら平成３５年度まで、限度額が９５万１,０

００円でございます。 

 これにつきましては、避難所等へＡＥＤ

の新設、更新を行うもので、今回、しゃき

っとプラザについては、更新を図るもので

ございます。また、柏ケ丘公園の陸上競技

場、上美幌保育所、田中保育所、福住保育

所については、新たな設置により、ＡＥＤ

を５年間リースを図ろうとするものでござ

います。 

 次に、住民基本台帳ネットワークシステ

ム借り上げ料でございます。 

 期間につきましては、平成３１年度から

平成３６年度まで、限度額が４１３万５,０

００円でございます。 

 これにつきましては、住民担当に配置し

ております住民基本台帳ネットワークシス

テムの更新を図るものでございます。 

 次に、道営土地改良事業田中第２地区分

担金でございます。 

 期間が、平成３１年度から完了年度ま

で、限度額につきましては、土地改良法に

基づく負担金額となります。 

 田中地区において、新たに道営土地改良

事業を実施するもので、受益戸数は６１

戸、受益面積は６５３.１ヘクタール、事業

内容につきましては、区画整理、暗渠、客

土、除れきを予定しているものでございま

す。 

 次に、ロータリー除雪車購入費でござい

ます。 

 期間につきましては、平成３１年度から

平成３７年度まで、限度額が２,３９５万

５,０００円でございます。 

 これにつきましては、北海道備荒資金組

合資金を活用いたしまして、歩道用乗用小

型ロータリー２台を新規購入するもので、

歩行者の安全確保と除雪体制の充実を図る

ための歩道除雪の早期除雪体制を整えるも

のでございます。 

 最後に、乗用草刈り機購入費でございま

す。 

 期間は、平成３１年度から平成３５年度

まで、限度額が４２０万２,０００円でござ

います。 

 これも北海道備荒資金組合資金を活用い

たしまして、平成７年購入の乗用草刈り機

を更新するもので、公園管理の充実を図ろ

うとするものでございます。 

 次に、地方債について御説明を申し上げ

ますので、１２ページをお開きいただきた

いと思います。 

 第３表、地方債でございます。 

 地方債につきましては、事業の実施に要

する財源の一部を地方債に求めようとする

ものでございます。 

 まず、１段目の緊急防災・減災事業につ

いてでございます。 

 限度額が２,７８０万円です。 

 この事業につきましては、平成３２年度

に防災行政無線のデジタル化に向けた更新

を予定しており、本年度につきましては、

更新に向けた実施設計委託を図ろうとする

もの、また、あわせて、自然災害等により

停電となった場合の非常用発電機８台分の

購入の事業でございます。 

 起債の名称は、緊急防災・減災事業、充

当率は１００％、元利償還金の７０％が普

通交付税で措置をされることとなってござ

います。 

 ２段目の役場庁舎改築等事業、限度額が

５,２３０万円でございます。 

 この事業につきましては、平成３３年度

の供用開始に向けて、庁舎改築に伴う執務

環境計画策定業務委託、あわせて、建設設

計業務委託及び支障物の撤去等工事で、起

債の名称につきましては、公共施設等適正

管理推進事業債、充当率は９０％、交付税
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措置は充当率７５％の３０％が普通交付税

で措置されることから、充当率は９０％ま

で可能ですが、起債の申請としては、充当

率を７５％で申請を予定しているところで

ございます。 

 次に、医療従事者就業支援等補助事業、

限度額が１,０２０万円でございます。 

 この事業につきましては、医療従事者の

確保を目的とした事業で、一定の要件を満

たされる方への住宅準備及び就業支援に係

る補助金でございます。 

 起債につきましては、過疎債ソフト、充

当率は１００％で、元利償還金の７０％が

普通交付税措置をされるものでございま

す。 

 次に、水道施設等耐震化事業、限度額が

２,３５０万円でございます。 

 この事業につきましては、耐震不足が明

らかになった水道施設の耐震補強を進める

ものでございまして、国の生活基盤施設耐

震化等交付金を活用しながら、水道事業会

計において送水管の更新、実施設計委託、

あわせて、日並浄水場の耐震補強工事を行

うものでございます。 

 補助残のうち、送水管の更新につきまし

ては４分の１を、日並浄水場の耐震補強に

ついては２分の１を一般会計からの出資金

で措置をするものでございます。 

 起債の名称につきましては、一般会計出

資債、充当率は１００％でございます。元

利償還金の５０％が普通交付税で措置をさ

れるということになってございます。 

 次に、農業生産基盤整備事業、限度額が

１,９５０万円でございます。 

 この事業は、豊栄、昭美、稲都福梅、豊

高第２、田中第２地区における道営土地改

良事業の地元負担分でございます。 

 起債が過疎債ソフト、及び辺地債を予定

しておりまして、辺地債の充当率は１０

０％、元利償還金の８０％が普通交付税で

措置をされるものでございます。 

 次に、木質ペレットストーブ購入促進事

業、限度額が４００万円でございます。 

 この事業は、木質ペレットストーブを購

入される方に対しまして、４０万円を上限

に購入費用の３分の２を補助するものでご

ざいます。 

 起債については、過疎債ソフトの申請を

予定しているところでございます。 

 次に、町内消費喚起プレミアム商品券発

行事業、限度額が８４０万円でございま

す。 

 この事業につきましては、消費喚起を目

的にプレミアム商品券を発行するととも

に、子育て世帯の生活を支援するもので、

過疎債ソフトの申請を予定しているもので

ございます。 

 次に、起業家支援事業、限度額が５３０

万円でございます。 

 町内で起業される方に対しまして、起業

に必要な経費を補助することにより、雇用

の創出と地域経済の活性化を図ろうとする

ものでございます。 

 これも、同じく過疎債ソフトを予定して

いるところでございます。 

 次に、町道整備事業でございます。 

 限度額が１億７,８３０万円です。 

 この事業につきましては、国の社会資本

整備総合交付金により実施をいたします東

雲橋の補修、第９号道路舗装補修工事及び

第２６２号道路改良工事について、補助残

の財源を起債に求めようとするものでござ

います。 

 また、町単独事業として実施をいたしま

す第２４９号道路整備ほか７路線について

も、地方債に財源を求めるものでございま

す。 

 起債につきましては、過疎債のハードと

ソフトの申請を予定しているところでござ

います。 

 次に、除雪ロータリー整備事業でござい

ます。 

 限度額が１,６８０万円でございます。 

 これは、平成１５年に購入をいたしまし
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た除雪ロータリーの更新を図ろうとするも

のでございまして、国の美幌演習場等周辺

除雪施設設置事業補助金を活用いたしまし

て、補助残の財源を地方債に求めるもので

ございます。過疎債のハードの申請を予定

しているものでございます。 

 次に、１３ページになります。 

 １段目の公園整備事業、限度額が８１０

万円でございます。 

 この事業につきましては、公園長寿命化

計画に基づきまして、国の社会資本整備総

合交付金を活用いたしまして、年次的に公

園遊具の更新を図るものでございます。 

 本年度につきましては、みとみ公園の物

価調査委託及び複合遊具更新工事を行うも

のでございまして、補助残を地方債に求め

るものでございます。 

 起債につきましては、公共事業等債で、

充当率が９０％、元利償還金の５０％が普

通交付税で措置をされるものでございま

す。 

 次に、公共サイン整備事業、限度額が１

７０万円でございます。 

 この事業につきましては、わかりやすい

公共施設への誘導看板を整備するものでご

ざいまして、本年度から事業を着手するも

のでございます。 

 本年度につきましては、既設看板１６基

の表記修正を行うものでございます。 

 起債につきましては、過疎債ソフトの申

請を予定しているところでございます。 

 次に、住宅リフォーム促進補助事業でご

ざいます。 

 限度額が４,７１０万円となります。 

 この事業につきましては、住環境の整備

と地域経済の活性化を目的といたしまし

て、５０万円以上の住宅リフォーム工事を

対象に、費用の２０％を補助するものでご

ざいます。 

 平成２３年度の事業開始から９年目とな

ります。本年度は、１３０件を見込んでい

るところでございます。 

 過疎債のソフトを予定しているところで

ございます。 

 次に、少人数学級推進事業でございま

す。 

 限度額につきましては、５７０万円で

す。 

 この事業につきましては、学習環境の充

実を図るため、小学校の全学年において３

５人以下の学級編成を実現しようとするも

ので、本年度につきましては、美幌小学校

に期限つき教員１名の配置を予定している

ところでございます。 

 起債につきましては、過疎債のソフトの

申請を予定しているところでございます。 

 最後に、臨時財政対策債でございます。 

 限度額が２億８,５１７万６,０００円で

ございます。 

 これにつきましては、臨時財政対策債、

地方交付税の不足分の一部を地方債へ振り

かえる制度でございまして、充当率が１０

０％、元利償還金の全額が普通交付税で措

置されるものでございます。 

 以上のとおり、平成３１年度に借り入れ

をする地方債の総額を６億９,３８７万６,

０００円と見込んでの計上でございます。 

 次に、歳出について御説明を申し上げま

す。 

 ７６ページ、７７ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 歳出について御説明を申し上げます。 

 なお、平成３１年度の予算計上に当たっ

ては、消費税の税率改正が１０月に予定を

されていることから、１０月以降の消費税

課税分については、１０％を見込んで計上

させていただいたところでございます。 

 まず、１款議会費でございます。 

 総額が８,２４５万２,０００円となって

ございます。 

 議会運営事務につきましては、１４名の

議員活動と事務局運営に係る計上で、昨年

と大きく変わっているところはございませ

ん。 
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 次に、７９ページになります。 

 ２款総務費でございます。 

 総務費の総額が６億８,１９５万７,００

０円でございます。 

 １項総務管理費、１目一般管理費の総務

事務については、昨年度と大きな違いはご

ざいません。 

 ２の人事管理事務でございます。 

 この中の特別旅費１０３万６,０００円の

計上でございますけれども、これにつきま

しては、北海道への交流派遣職員が終了い

たしますので、２名分の帰任旅費、５９万

６,０００円を計上したことによります増額

となったところでございます。 

 それから、二つ飛んだ業務等委託料、人

事給与システムプログラム改修委託料、４

３１万８,０００円につきましては、会計年

度任用職員の導入に向けてプログラムの改

修を図ろうとするものでございます。 

 それから、その下の会計年度任用職員制

度導入支援業務委託料、５４万円につきま

しては、債務負担行為に基づき支出を行う

ものでございます。 

 次に、８１ページになります。 

 ８１ページにつきましては、昨年度と大

きく変わったところはございませんので、

８３ページをお願いしたいと思います。 

 ２目の広報広聴費でございます。 

 １の広報事業の中の印刷製本費、７６万

８,０００円のうち、６５万１,０００円に

つきましては、ＰＲ用名刺１万枚、それか

ら、クリアファイル５,０００枚の作成を行

おうとするものでございます。 

 それから、業務等委託料の一番下になり

ます。 

 町勢要覧作成委託料４８万４,０００円で

ございます。 

 これは、平成２５年に作成をいたしまし

た町勢要覧の更新を図るもので、１,０００

部の印刷を予定しているところでございま

す。 

 続きまして、３目の財政・会計管理費で

ございます。 

 ２の会計管理事業でございます。 

 総額で２９万９,０００円でございますけ

れども、昨年度、臨時職員に係る人件費を

計上しておりましたが、職員配置を予定し

ていることから、大きな減額となってござ

います。 

 次に、８５ページをお願いいたします。 

 ４目の財産管理費でございます。 

 １の庁舎管理事業の中段から下になりま

す。 

 自動車等借上料、５２万１,０００円の計

上でございます。 

 これにつきましては、庁舎の建築を予定

していることから、冬期間の駐車場確保を

図るために除排雪に係る予算を新たに計上

したところでございます。 

 次に、２の庁舎改築等事業でございま

す。 

 この中の業務等委託料、役場庁舎執務環

境計画策定業務委託料の１９２万３,０００

円とその下の役場庁舎建設設計業務委託

料、６,２２９万１,０００円につきまして

は、債務負担行為に基づく平成３１年度の

支払い分となってございます。 

 それから、その下の工事請負費、新庁舎

建設支障物撤去等工事、１,０２２万円の計

上でございます。 

 これにつきましては、庁舎建設に当たり

まして支障となります煙突、公用車の車

庫、それから、各記念碑等の撤去などを行

おうとするものでございます。 

 その下の補償金７０万８,０００円につき

ましては、庁舎建設にかかわる電話回線の

移設補償でございます。 

 一番下の積立金９８万８,０００円でござ

いますけれども、これは、基金利子の積立

金でございます。 

 以降、各費目の中で計上しております積

立金について、同様のものについては説明

を省略させていただきたいと思います。 

 次に、８７ページになります。 
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 ８７ページの町有財産管理事業の社会保

険料等４３万円、嘱託職員賃金２６４万３,

０００円、それから、飛びまして業務委託

料の健康診断委託料８,０００円につきまし

ては、職員の退職による嘱託職員１名分を

人件費として新たに計上させていただいた

ところでございます。 

 それから、車両５１８万６,０００円の計

上でございます。 

 これにつきましては、公用車の年次的更

新を行うものでございまして、本年度につ

きましては、軽四輪車２台とライトバン１

台の更新を図ろうとするものでございま

す。 

 なお、このライトバンの更新に合わせ

て、４方向のスピーカーの設置を図ろうと

するものでございます。 

 次に、５目企画費でございます。 

 政策推進事業の事務事業協力報償でござ

います。 

 １,６３８万１,０００円の計上につきま

しては、ふるさと寄附金の平成３１年度分

を３,２００万円と見込みまして、返礼品に

ついては、その３割の９６０万円、それか

ら、ふるさとチョイス、さとふるの取り扱

い手数料として３７２万８,０００円、それ

から、返礼品の送料代として２８７万３,０

００円、あとは、寄附者等のアンケート実

施に伴います景品について１８万円の計上

をさせていただいたところでございます。 

 それから、業務等委託料の中の一番下で

ございます。 

 人口分析業務委託料１１０万円について

でございますが、これにつきましては、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の期間が平

成３１年度までで今の対策期間が終了いた

します。平成３１年度の見直しに当たりま

して、人口ビジョンの検証などについて委

託を行おうとするものでございます。 

 次に、８９ページになります。 

 一番上の地域おこし協力隊募集採用選考

業務委託料、１１６万５,０００円の計上に

つきましては、平成３２年度の地域おこし

協力隊の採用を１名と見込みまして、その

１名分の募集業務の委託料でございます。 

 それから、この欄の一番下の積立金１,５

７９万９,０００円の計上につきましては、

先ほども説明をいたしましたが、ふるさと

寄附金３,２００万円を見込んだ中から、事

務事業協力報償の１,６３８万１,０００円

のうちからアンケートの景品１８万円分を

除いた差額分について積み立てを行うとす

るものでございます。 

 次に、９１ページになります。 

 ８目の住民活動推進費でございます。 

 １の住民活動推進事業、修繕料２２３万

１,０００円のうち１２３万１,０００円に

つきましては、豊岡自治会館の外壁の修繕

を行うものでございます。 

 次に、９３ページになります。 

 上から四つ目の施設等借上料の４,７２２

万７,０００円につきましては、ＬＥＤの防

犯灯など、債務負担行為に基づく支出分で

ございます。 

 その下の工事請負費のＬＥＤ防犯灯設置

工事、６０万３,０００円につきましては、

新設分の防犯灯を６灯と見込んで計上した

ところでございます。 

 一つ飛んで、庁用備品の１１２万５,００

０円につきましては、瑞治地区農作業準備

休憩室及び青稲地区ふれあい会館にストー

ブを各１台購入するために２２万８,０００

円を、また、行事用の耐熱テーブルを１０

台、それから、行事用の一般テーブルを１

０台、椅子３０脚を見込みまして、８９万

７,０００円の計上をしたところでございま

す。 

 それから、負担金の中の二つ目の児童・

生徒研修交流事業負担金５５万８,０００円

の計上につきましては、隔年で実施してお

りますフィリピンへの交流事業負担金６名

分を見込んでの予算計上でございます。 

 それから、補助金でございます。 

 一番上の地域集会施設整備補助金、１３
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６万１,０００円につきましては、美禽自治

会館の屋根、それから、外壁修繕に係る補

助金でございます。 

 二つ飛びまして、地域集会施設備品整備

補助金１４４万円でございます。これにつ

きましては、新設の補助金でございます。 

 各集会室利用に当たりまして、高齢化に

よって座っての活動が難しくなってきてい

ることから、机、椅子の購入に対し補助を

行うものでございます。補助率３分の２以

内で上限を５０万円としたところでござい

ます。 

 今回の計上につきましては、６自治会分

の予算計上になっているところでございま

す。 

 次に、９５ページをお願いしたいと思い

ます。 

 ９目の財政調整等基金費でございます。 

 積立金５,９３６万円のうち５,５２０万

円につきましては、女満別空港ビル株式の

売払金を財政調整基金に積み立てを図ろう

とするものでございます。 

 次に、１０目電算管理費でございます。 

 電算システム事業の業務等委託料の下か

ら二つになります。 

 ファイル転送システム構築委託料３３９

万６,０００円と、その下のファイル転送シ

ステム保守委託料３２万１,０００円につき

ましては、セキュリティ強靱化対策により

まして、官公庁用ネットワークとインター

ネット環境のネットワーク間で相互通信す

ることができないため、データファイルを

無害化して相互通信ができるようにしよう

とするものでございます。 

 次に、１１目諸費でございます。 

 防災対策事業の中の一番下の修繕料、２

７３万８,０００円でございますけれども、

しゃきっとプラザへの非常用発電機設置に

当たりまして、受電設備の端子箱の修繕を

行おうとするものでございます。 

 次に、９７ページをお願いいたします。 

 実施設計等委託料、防災行政無線デジタ

ル化実施設計業務委託料６１５万６,０００

円につきましては、現在使用しております

アナログ式の防災行政無線の電波が平成３

４年１１月をもって規格不適合となること

から、デジタル化を図ろうとするもので、

そのための実施設計委託料でございます。 

 なお、更新整備については、平成３２年

度を予定しているところでございます。 

 一つ飛びまして、機械器具２,３５９万

３,０００円でございます。 

 このうち、２,２９７万円が昨年発生しま

したブラックアウト時の対応を図るため、

発電機８台の購入を図ろうとするものでご

ざいます。 

 設置先につきましては、国保病院、しゃ

きっとプラザ、水道施設の桜沢加圧ポンプ

場、下水道マンホールポンプ５台の購入を

図ろうとするものでございます。 

 また、この中に、福祉避難所でございま

す特別養護老人ホーム緑の苑の投光器２台

分として６２万３,０００円を計上したとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は、１３時１５分といたします。 

午前１１時５８分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 予算書の９

８、９９ページになります。 

 ２項徴税費、１目税務徴税費の町税等課

税事務、業務等委託料の標準宅地鑑定評価

委託料８４２万７,０００円のうち、８０７

万円につきましては、平成３３年度の次期

評価がえに向けて１３１地点の不動産鑑定

を行うものでございます。 

 続きまして、１０１ページになります。 
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 一番上の地方税共通納税システム連携対

応プログラム改修委託料、２６６万８,００

０円とその下の地方税共通納税システム連

携対応プログラム保守委託料、５万５,００

０円につきましては、平成３１年１０月１

日より運用開始されます地方税共通納税シ

ステムに係るプログラムの改修費等でござ

います。 

 ４項選挙費でございます。 

 選挙管理委員会事務、３８３万１,０００

円につきましては、本年４月及び７月に各

種選挙が予定されていることから、増額と

なってございます。 

 次に、１０３ページでございます。 

 ２目参議院議員選挙費、参議院議員選挙

事務の１,２２９万円につきましては、本年

７月２８日の任期満了に伴い実施されます

参議院選挙に係る経費の計上でございま

す。 

 ３目知事及び道議会議員選挙費につきま

しても、４月７日投票の知事、道議会議員

選挙に係る必要な経費についての計上をさ

せていただいたところでございます。 

 次に、１０５ページになります。 

 ４目町長及び町議会議員選挙費につきま

しても、４月２１日投票の町長、町議会議

員選挙に係る経費について計上させていた

だいたところでございます。 

 次の１０７ページにつきましては、大き

な変更点がございませんので、１０９ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

 ３款民生費でございます。 

 民生費の総額が２４億９,０５６万８,０

００円でございます。 

 １項社会福祉費、１目社会福祉総務費の

社会福祉推進事業、非常勤職員報酬の３９

万２,０００円につきましては、平成３２年

度からの美幌町地域福祉計画策定のための

委員報酬５回の計上でございます。 

 それから、業務等委託料、町民アンケー

ト調査業務委託料の３９万円につきまして

は、地域福祉計画策定のためのアンケート

調査委託料で、１,８００人のアンケートを

予定しているところでございます。 

 その下の懸垂幕作製委託料につきまして

は、５万６,０００円でございますけれど

も、町民会館用の社会を明るくする運動の

懸垂幕を作製しようとするものでございま

す。 

 それから、補助金の遺族会補助金４３８

万６,０００円につきましては、庁舎建設に

伴いまして、現在、役場駐車場敷地に建立

の平和の碑の移設が必要となることから、

補助を行うものでございます。 

 それから、３の国民健康保険特別会計負

担事業の繰出金、２億２,９５０万５,００

０円につきましては、保険基盤安定制度で

１億１,５１５万２,０００円、人件費など

の事務費について８,７３９万円、出産育児

一時金で７００万円、財政安定化支援事業

として１,６０３万１,０００円、その他一

般会計繰出として３９３万２,０００円につ

いて繰り出しを行うものでございます。 

 次に、１１１ページになります。 

 このページについては、大きな変更はご

ざいませんので、次に１１３ページをお願

いいたします。 

 １１３ページの４、高齢者福祉施設運営

事業でございます。 

 この中の修繕料、１７６万円につきまし

ては、老人憩いの家のろ過器周りの熱交換

器の設置、加湿系統の増設、ろ過配管取り

かえ及び玄関の改修を行うものでございま

す。 

 次に、１１５ページになります。 

 ５の高齢者保護措置事業、老人保護措置

費、４,０３３万１,０００円につきまして

は、美幌の町民の方が町外の老人福祉施設

に入所している１８名の方と新規入所者２

名を見込んでの予算計上でございます。 

 その下の６の後期高齢者広域連合負担事

業の療養給付費負担金、２億４,５６３万

６,０００円につきましては、医療費給付に

対する美幌町負担分として６分の１相当額
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でございます。 

 それから、７の後期高齢者医療特別会計

負担事業の繰出金、９,４６０万円につきま

しては、保険基盤安定分として７,６６５万

７,０００円、広域連合負担分として８２６

万円、事務費として９６８万３,０００円の

繰り出しを行うものでございます。 

 ８の介護保険特別会計負担事業の繰出

金、３億２９４万５,０００円につきまして

は、給付費、介護予防事業、包括支援事業

などに対し繰り出しを行うものでございま

す。 

 次に、１１７ページになります。 

 負担金の全道障がい者スポーツ大会負担

金、７８万９,０００円につきましては、網

走市、北見市、美幌町で開催されます第５

７回北海道障がい者スポーツ大会に係る負

担金でございます。６月２３日に開催を予

定されておりまして、本町においてはサッ

カー競技を予定しているところでございま

す。 

 それから、補助金の身体障害者福祉協会

７０周年記念誌作成事業補助金の２４万８,

０００円つきましては、協会の７０周年に

当たりまして記念誌を１５０部作成するた

めの補助金でございます。 

 次に、１１９ページになります。 

 ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で

ございます。 

 １の児童福祉事務、非常勤職員報酬４３

万７,０００円につきましては、平成３２年

度から５カ年の美幌町子ども・子育て支援

事業計画策定のための増でございます。 

 続きまして、１２１ページと１２３ペー

ジについては大きな変更はございませんの

で、１２５ページをお願いいたします。 

 １２５ページの２の東陽保育園管理運営

事業の修繕料、２３６万５,０００円でござ

いますが、このうちの１７６万４,０００円

につきましては電気暖房制御盤の修繕、５

０万１,０００円につきましては、遊具の修

繕を行うものでございます。 

 次に、１２７ページになります。 

 ３目のへき地保育所費でございます。 

 へき地保育所管理運営事業の修繕料、６

０万８,０００円のうち５１万８,０００円

につきましては、上美幌保育所の保育室床

の補強修繕を行うものでございます。 

 次に、１３１ページをお願いいたしま

す。 

 ４款衛生費になります。 

 衛生費の総額が１０億２,８１５万８,０

００円でございます。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費の

３の他会計負担事業でございます。 

 負担金の病院事業会計負担金、２億３１

５万円につきましては、不採算地区病院の

運営経費として１億１,６２０万２,０００

円を、救急医療の確保として３,７９９万

１,０００円を、建設改良に要する経費とし

て２億４２万円を、小児医療に要する経費

として１，５８３万８,０００円などの負担

を行うものでございます。 

 その下の補助金、病院事業会計補助金、

３,３２４万５,０００円につきましては、

基礎年金拠出金として２,５０４万８,００

０円を、医師等研修費として２９６万９,０

００円などの補助を行うものでございま

す。 

 それから、その下の投資及び出資金、１

億６,７８４万２,０００円でございます。 

 まず、病院事業に対します出資金として

１億４,４３４万２,０００円、水道事業に

対する出資金として２,３５０万円の出資を

行うものでございます。 

 次に、１３３ページになります。 

 ４の広域事務組合負担事業につきまして

は、各会計予算参考資料により、後ほど副

町長より御説明を申し上げます。 

 次に、２の予防接種事業の業務等委託

料、個別予防接種委託料でございます。 

 ４，７７４万円のうち、１４７万９,００

０円につきましては、ロタウイルスワクチ

ン接種に係る委託料で、生後６週から３２
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週までの乳児を対象とし、３回の予防接種

に係る経費の２分の１を支援するものでご

ざいます。 

 また、２９２万円につきましては、おた

ふく風邪ワクチン接種に係る１歳以上の未

就学児で罹患をしていない幼児を対象とし

て、１回を全額支援するものでございま

す。 

 また、３９歳から５６歳の男性を対象と

し、風疹の抗体検査及びワクチン接種費用

として３０３万８,０００円を計上したとこ

ろでございます。 

 次に、３の母子保健事業、１３５ページ

になります。 

 一番上の産後健診・産後ケア事業委託

料、１９５万１,０００円のうち、新たに産

後２週間健診に係る助成として１００人

分、５０万円の予算計上と、産後ケアとし

て退院直後の母子に対し、授乳指導あるい

は育児指導に係る費用助成として、９５万

１,０００円を計上したものでございます。 

 それから、その下の新生児聴覚検査委託

料２５万円でございます。 

 これも新規でございますけれども、新生

児期に実施いたします聴覚検査の費用助成

として５,０００円を上限として５０人分の

予算計上でございます。 

 次に、１３７ページになります。 

 ４目の環境保全推進費の２、緑化推進事

業の業務等委託料、ロマンチック街道交通

支障木剪定委託料、２６万４,０００円でご

ざいますが、ロマンチック街道全線の剪定

等については一度終了してございますけれ

ども、自治会の要望等に対応するための予

算計上でございます。 

 続きまして、１３９ページになります。 

 ２項清掃費でございます。 

 １のごみ分別収集関連事業の消耗品、７

２２万９,０００円でございますけれども、

指定ごみ袋の経費でございます。 

 １０月以降のごみ袋については、袋の厚

さを厚くすることで考えており、その分、

現在の４色を１色とすることでコストの低

減を図ることとしたところでございます。 

 次に、１４１ページになります。 

 ３のごみ処分場維持管理事業の修繕料、

８６５万１,０００円でございますが、この

修繕につきましては、管理棟のシャッター

及び高圧器具の交換、修繕を行うもの、ま

た、第Ⅲ期埋立処分場の遮光シート、ガス

抜き管などの修繕、第Ⅲ期水処理施設のポ

ンプ分解整備、それから、ペットボトルの

減容機、油圧ユニットの修繕などを図ろう

とするものでございます。 

 それから、自動車等借上料、１,３１９万

４,０００円のうち、４５０万８,０００円

につきましては、公共残土を第Ⅱ期埋立処

分場の覆土として利用するための借上料で

ございます。 

 その下の工事請負費、廃棄物処理場雨水

整備工事につきましては、予算工事関係参

考資料により、後ほど副町長より御説明を

させていただきたいと思います。 

 次に、１４３ページになります。 

 ５款労働費でございます。 

 労働費の総額が２,８２３万６,０００円

で、昨年度と大きな変更点はございませ

ん。 

 次に、１４５ページをお願いいたしま

す。 

 ６款農林水産業費でございます。 

 農林水産業費の総額が５億７,１２８万

１,０００円となってございます。 

 このページと、次の１４７ページは昨年

度と大きな違いはございませんので、１４

９ページをお願いしたいと思います。 

 ５目の畜産業費の１、畜産振興事業、１

５１ページになりますが、まず、補助金の

上から四つ目、優良繁殖牛奨励事業補助

金、新規の補助金でございます。１５０万

円の計上につきましては、優良繁殖牛整備

を図るため、基本登録点数が一定以上の優

良繁殖雌牛に補助金を交付して、素牛の資

質向上と老齢牛の淘汰を図るための補助金
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として１５０万円を計上したところでござ

います。 

 それから、３の牧野管理運営事業、修繕

料、５６６万４,０００円のうち４２９万円

につきましては、平成２７年５月に廃止を

しております栄森牧場について、平成３１

年度より北海道との分収林造林契約を予定

していることから、栄森牧場の牧柵の撤去

及び道路の修繕等を行おうとするものでご

ざいます。 

 業務等委託料の二つ目、美幌峠牧場肥培

管理業務委託料１２０万７,０００円につき

ましては、有限会社ワタミファームに対し

預託牛管理業務委託契約の公共牧場、５７

ヘクタールの放牧地に対する肥培管理業務

の委託を行おうとするものでございます。 

 次に、６目農地費でございます。 

 ２の道営土地改良事業、負担金、このペ

ージから１５３ページにかけての道営土地

改良事業負担金については、後ほど副町長

より事業内容について御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 １５３ページの補助金になります。 

 道営土地改良事業の補助金でございます

けれども、稲都福梅地区農業経営高度化促

進事業補助金５９４万８,０００円につきま

しては、通年施工による農地整備を図る４

戸、８.２６ヘクタールに対する補助金でご

ざいます。 

 続きまして、３の団体営土地改良事業の

負担金、オホーツク東部広域農業水利管理

協議会負担金、４,６９６万２,０００円で

ございます。 

 これにつきましては、古梅ダム及び本郷

排水機場の維持管理に係る負担金でありま

すが、４,６９６万２,０００円のうち、１,

７５６万４,０００円につきましては、古梅

ダム設備更新工事費、また、１,５６０万円

につきましては、用水路の機能診断、機能

保全計画策定分でございます。それぞれ美

幌町の負担割合である３９％分となりま

す。 

 次に、１５５ページになります。 

 ２項林業費、１目林業総務費の２の林業

推進事業でございます。 

 各種行事等報償２５万円、それから、消

耗品のうちの１７万円、負担金の一番下に

あるｍｏｒｅ ｔｒｅｅｓトリエンナーレ

負担金３５万円につきましては、音楽家の

坂本龍一氏が代表を務めるｍｏｒｅ ｔｒ

ｅｅｓという都市と森をつなぐ活動をして

いる団体でございますけれども、美幌町と

森林づくりパートナーズ協定を締結してお

り、この団体が美幌町を会場としてモニタ

ーツアーを実施されまして、これに係る予

算計上をそれぞれさせていただいたところ

でございます。 

 次に、１５７ページになります。 

 ２目の林業振興費でございます。 

 １の治山林道施設整備推進事業の修繕

料、１８２万６,０００円につきましては、

古梅登栄林道の排水管の修繕を行うもので

ございます。 

 ２の民有林振興対策事業、４,６７６万

９,０００円のうち、８０５万５,０００円

につきましては、平成３１年４月施工の森

林経営管理制度に基づく森林整備を行うた

め、地域林政アドバイザーの配置などを行

うための経費でございます。 

 次に、１６１ページになります。 

 ７款商工費の総額が４億４,２２３万円で

ございます。 

 ２目商工業振興費の２の商工業活性化促

進事業の補助金の三つ目でございますが、

起業家支援事業補助金５３５万円につきま

しては、新規企業２件の４００万円、ま

た、家賃補助として２軒の１３５万円を見

込んで、５３５万円の計上でございます。 

 一つ飛んで店舗リフォーム促進支援事業

補助金の１,０００万円につきましては、１

０件を見込んでの予算計上となってござい

ます。 

 次に、１６３ページになります。 

 印刷製本費１５４万７,０００円でござい
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ますが、まず、観光パンフレットとして日

本語版を３万部作成、同じく観光パンフレ

ットとして中国語版を２万部、それから、

観光パネルポスター６枚などを作成しよう

とするものでございます。 

 一つ飛んで筆耕翻訳料、１万１,０００円

につきましては、中国語のパンフレット作

成に係る経費でございます。 

 業務等委託料でございます。 

 中ほどの二つのロマンチック街道白樺植

栽業務委託料３１万８,０００円と、その下

のロマンチック街道白樺剪定業務委託料７

万８,０００円につきましては、ロマンチッ

ク街道の観光振興を図る上で、重点整備区

間における植栽剪定を行おうとするもので

ございます。 

 補助金になります。 

 特産品開発支援事業補助金１５０万円に

つきましては、新規開発２件分で１００万

円、既存特産品の改良費として、２件分で

５０万円の計上をしたところでございま

す。 

 観光物産協会補助金、１,００２万３,０

００円でございます。 

 これにつきましては、現在、商工会議所

で販売を行っておりますＪＲ乗車券を、４

月１日よりＪＲ美幌駅において観光物産協

会が販売することとなりましたので、その

業務量増加に対応を図るため、０.５人分と

して人件費補助を５９万４,０００円行うこ

ととしたことにより増額となっているもの

でございます。 

 それから、２の観光施設維持管理事業の

修繕料、１,４５４万４,０００円でござい

ます。 

 まず、ターミナル物産センターでござい

ます。 

 ＪＲ美幌駅の駅ホームにございます電照

広告の改修費として３３万６,０００円を、

それから、駅入り口の自動ドア床修繕とし

て４３万４,０００円を、観光物産協会のチ

ケット売り場の修繕として１１４万５,００

０円を計上してございます。 

 次に、峠の湯びほろに係ります修繕とい

たしまして、熱交換器、床暖電動三方弁及

び温度設定コントローラー等の修繕に６０

５万３,０００円、また、チップボイラーの

修繕に１１３万７,０００円、浴室の床、壁

の修繕として３５万円、その他一般修繕

費、緊急修繕の費用でございます。 

 次に、１６５ページになります。 

 上から三つ目の工事請負費、駐車場電源

供給設備設置工事１１９万９,０００円と、

戻りますけれども、１６３ページの負担金

の中の日本ＲＶパーク協会負担金の１０万

円につきましては、キャンピングカーの保

有台数が伸びてきている状況にある中、旅

の拠点としてキャンピングカーをとめて宿

泊できるＲＶパークを峠の湯びほろの駐車

場内に設け、５台分の電源供給工事を行お

うとするものでございます。 

 次に、補償金１８９万円でございます。 

 峠の湯びほろの現指定管理者前に発行さ

れた回数券の入浴原価の補償でございま

す。今年度当初については６,０００枚分の

予算計上をさせていただいたところでござ

います。 

 続きまして、３の観光イベント推進事業

の補助金、観光和牛まつり補助金５００万

円でございます。 

 ４０回目の開催となることから、補助金

１００万円を上乗せしてイベントを盛り上

げようとするものでございます。 

 その下の冬まつり補助金、２１０万円で

ございますけれども、今年度から前夜祭の

実施をしていないことから、２０万円の減

額となっているところでございます。 

 ４目の消費者対策費でございます。 

 １の消費者保護対策事業の業務等委託

料、消費者生活相談業務委託料、３９０万

８,０００円でございますが、これにつきま

して、事務員、パート日数の減などによ

り、昨年と比べて７４万７,０００円の減額

となってございます。 
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 次に、１６７ページになります。 

 ８款土木費でございます。 

 土木費の総額が、１１億９,４３３万１,

０００円でございます。 

 ２項道路橋梁費の２目道路橋梁維持費、

１の道路橋梁維持管理事業の光熱水費でご

ざいます。１,２６４万１,０００円の計上

でございますが、街路灯のＬＥＤ化により

まして、昨年より３,１００万円の約７２％

の減となっているところでございます。 

 次に、１６９ページをお願いいたしま

す。 

 ２の道路橋梁補修事業でございます。 

 実施設計等委託料、東雲橋補修実施設計

委託料７５０万円につきましては、橋梁長

寿命化計画に基づきまして、東雲橋の補修

に向けた実施設計を行おうとするものでご

ざいます。 

 それから、その下の道路照明・標識調査

業務委託料８００万円につきましては、当

初、平成３０年度の実施を予定しておりま

したが、交付金が配分されなかったため、

道路標識５８基と視線誘導標５４基の点検

を平成３１年度に行おうとするものでござ

います。 

 その下の工事請負費、東雲橋補修工事、

第９号道路舗装補修工事の内容につきまし

ては、後ほど副町長より御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 次に、３、除雪対策事業でございます。 

 総額として２億１,２４８万６,０００円

でございますが、これにつきましては、一

斉除雪６回分及び排雪等に係る予算計上を

させていただいております。 

 この中の下から４段目の車両、６,７８３

万３,０００円につきましては、平成１５年

導入の大型除雪ロータリーの更新を行うも

のでございます。 

 それから、一番下の４９９万６,０００円

につきましては、手押し式から乗用型の除

雪ロータリーへの更新を図るため、備荒資

金を利用し、２台新規に購入を予定してい

るものでございます。歩道用除雪車として

のロータリーの購入でございます。 

 次に、１７１ページになります。 

 ３目の道路橋梁新設改良費でございま

す。 

 １の道路整備事業の工事請負費及び２の

道路改築事業、工事請負費については、後

ほど副町長より御説明を申し上げます。 

 ２の道路改築事業の補償金２００万円に

つきましては、２６２号の道路改良工事に

係りますＮＴＴの移設補償でございます。 

 ３項河川費の１目河川総務費でございま

す。 

 １の河川維持管理事業の修繕料、１,３５

０万円のうち１,２５０万円につきまして

は、昨年、春先の融雪期に高野沢川の河川

及び道路のり面が洗掘されたことから、そ

の修繕を行おうとするものでございます。 

 次に、１７３ページになります。 

 ４項都市計画費、１目都市計画総務費で

ございます。 

 業務等委託料１７６万７,０００円、道路

案内標識修正業務委託料でございます。 

 平成３０年度に策定いたしました美幌町

公共サイン整備ガイドラインに基づき、公

共施設の誘導看板１６基について、表記の

修正を図るものでございます。 

 それから、２目の公園維持費、１の公園

維持管理事業でございます。 

 修繕料、１,６６５万円のうち９９０万円

につきましては、せせらぎ公園通路の階段

について年次的に修繕を実施しておりま

す。３年計画で実施をしている２年目の修

繕に９９０万円を計上したところでござい

ます。 

 それから、業務等委託料の一番下の公園

樹木剪定業務委託料、１８５万円につきま

しては、なかまち緑道、せせらぎ公園、し

らかば公園、ひがしまち公園の樹木の剪定

を行うものでございます。 

 それから、実施設計等委託料の公園施設

調査設計業務委託料３７０万円につきまし
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ては、みとみ公園のテニスコート横の擁壁

の修繕に向けた調査、設計を行おうとする

ものでございます。 

 工事請負費の公園施設更新工事につきま

しては、後ほど副町長より御説明を申し上

げます。 

 次に、１７５ページになります。 

 ３目公共下水道費、１の公共下水道繰出

事業でございます。 

 公共下水道特別会計繰出金３億８,０８９

万円につきましては、雨水処理経費、汚水

処理経費、地方債の償還金、水洗便所普及

費のほか、基準外の繰り出しを行おうとす

るものでございます。 

 ５項住宅費の２目住宅管理費、公営住宅

管理事業でございます。 

 修繕料２,４５６万７,０００円のうち、

１,１２６万７,０００円につきましては、

町営住宅全戸１,５８８戸を予定しておりま

すけれども、この火災警報器の取りかえを

行うものでございます。 

 次に、１７９ページ、９款消防費になり

ます。 

 広域事務組合負担事業、美幌・津別広域

事務組合負担金、４億４,５６６万６,００

０円につきましては、各会計予算資料によ

りまして、後ほど副町長より御説明を申し

上げたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩をしま

す。 

 再開は、１４時１０分といたします。 

午後 １時５３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、提案者からの説明を求めま

す。 

 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 予算書の１８

０ページ、１８１ページになります。 

 １０款教育費でございます。 

 教育費の総額が９億１,６０５万４,００

０円でございます。 

 １項教育総務費の３目教育振興費、教育

振興事業の補助金でございます。 

 下の美幌高等学校教育支援事業補助金４

６５万４,０００円につきましては、まず、

報徳寮の運営補助として２５４万３,０００

円、それから、生徒募集の推進補助として

５７万１,０００円、新たにオンライン事業

による自宅学習推進のため、特進コースの

６０名分を対象としたものが５４万円、そ

れから、美幌高校独自の取り組みを支援す

るために１００万円の補助金でございま

す。 

 次に、１８３ページになります。 

 ４目の学校保健費の１、学校保健事業の

１８５ページになります。 

 機械器具２６万４,０００円の計上につき

ましては、小中学校の各保健室に加湿器を

購入しようとするものでございます。 

 それから、５目語学指導外国青年招致事

業費、９０８万８,０００円につきまして

は、平成３２年度から小学校３・４年生の

外国語活動、そして、小学５・６年生の外

国語科が全面実施されることとなり、外国

語の授業が大幅に増加されることから、Ａ

ＬＴを現在の１名から２名体制とすること

にしたところでございます。 

 続きまして、２項小学校費、１目学校管

理費でございます。 

 小学校管理事業の消耗品費、８０６万２,

０００円のうち、１８８万３,０００円につ

きましては、各小学校の普通教室、それか

ら、言葉の教室及び体育館に扇風機を各２

台ずつ設置するための費用でございます。 

 次に、１８７ページになります。 

 修繕料２,２８１万円でございますけれど

も、これにつきましては、主な修繕といた

しまして、美幌小学校におきましては電話

設備の更新、それから、体育館の照明など

の修繕を行うものでございます。 

 東陽小学校につきましては、音楽室の床



 

－ 142 － 

の張りかえ、それから、煙突の改修などを

行おうとするものです。 

 旭小学校につきましては、屋外避難階段

の改修と共同住宅の改修などを行おうとす

るものでございます。 

 それから、施設維持管理等委託料のエア

コン設置委託料、８９万８,０００円につき

ましては、各小学校の保健室にエアコンを

設置するための費用でございます。 

 それから、下の庁用備品１,０３６万７,

０００円のうち、１,０００万円につきまし

ては、美幌小学校校務用パソコン３５台の

更新を図ろうとするものでございます。 

 次に、１８９ページになります。 

 ２目教育振興費、１、小学校教材整備事

業の庁用備品１,２４５万４,０００円につ

きましては、旭小学校教育用パソコン３６

台と美小、東陽小学校の教員用タブレット

の更新を図るものでございます。 

 次に、３目特別支援学級費でございま

す。 

 ２の小学校特別支援学級振興事業の社会

保険料と、その下の人夫賃、一つ飛んで健

康診断委託料につきましては、特別教育支

援員を現在１７名配置しておりますけれど

も、新年度に２名を増員させて１９名の体

制をとろうとするものでございます。 

 次に、１９１ページになります。 

 ３項の中学校費でございます。 

 １目学校管理費、１の中学校管理事業の

消耗品６０９万３,０００円のうち、８７万

円につきましては、小学校同様、各教室、

体育館への扇風機の設置を図ろうとするも

のでございます。 

 それから、修繕料、６３５万１,０００円

の主な修繕の内容でございますけれども、

まず、北中のグラウンドの暗渠の改修を図

ろうとするもの、それから、美幌中学校の

教室、窓の落下防止バーの設置などを行お

うとするものでございます。 

 それから、業務等委託料の二つ目、体育

館ステージ幕作製委託料の２３３万３,００

０円につきましては、美幌中学校のステー

ジ用の幕を作製するものでございます。 

 それから、施設維持管理等委託料の二つ

目のエアコン設置委託料につきましては、

小学校同様、各中学校の保健室へエアコン

の設置を図ろうとするものでございます。 

 それから、その下の体育館床塗装業務委

託料９７万２,０００円つきましては、北中

学校の体育館の床の塗装を行おうとするも

のでございます。 

 このページの一番下ですが、機械器具１

６０万円につきましては、美幌中学校、北

中学校それぞれの体育館の音響設備の更新

を図ろうとするものでございます。 

 次に、１９３ページになります。 

 積立金５８万４,０００円でございますけ

れども、これにつきましては、北中学校学

校林売り払いによります学校施設整備基金

への積み立てを行おうとするものでござい

ます。 

 次に、２目の教育振興費になります。 

 １の中学校教材整備事業の機械器具、１

８０万４,０００円につきましては、北中の

ピンスポットライト２台、美中、北中に大

判プリンター及びプロジェクターの購入を

図ろうとするものでございます。 

 ３目の特別支援学級費でございます。 

 ２の中学校特別支援学級振興事業の社会

保険料等、人夫賃等、健康診断委託料それ

ぞれ増加しておりますけれども、これにつ

きましては、北中学校の特別支援教育支援

員は現在１名でございますけれども、１名

ふやして２名体制にすることによる増でご

ざいます。 

 次に、１９５ページになります。 

 ４項社会教育費の２目社会教育振興費、

１、社会教育団体育成事業の補助金、文化

連盟５０周年記念誌作成事業補助金５０万

円につきましては、５０周年に当たり記念

誌４００部を作成することに対する補助金

でございます。 

 １９７ページにつきましては、昨年度と
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大きな変更はございませんので、１９９ペ

ージをお開きいただきたいと思います。 

 ３目の社会教育施設費、１、町民会館等

管理運営事業、６,７９３万７,０００円で

ございます。 

 本年度より、昨年完成しました町民会館

の維持管理経費については、年間を通した

予算計上ということになってございます。 

 この中の修繕料１１０万４,０００円のう

ち、８５万４,０００円につきましては、び

ほーるの壁に手すりを取りつけるための修

繕を行おうとするものでございます。 

 次に、２のマナビティーセンター管理運

営事業でございます。 

 ２０１ページになりますけれども、修繕

料７８万６,０００円のうち、５３万６,０

００円については、陶芸窯熱線の交換を行

おうとするものでございます。 

 続きまして、５目図書館費でございま

す。 

 １の図書館運営事業、人夫賃等１０１万

４,０００円でございます。 

 従来、司書１人で各小中学校図書館を巡

回していたものを、２名体制として学校図

書館の充実を図ろうとするものでございま

す。学期ごとの雇用として１６９日、１日

５時間勤務での人夫賃等の計上でございま

す。 

 次に、２０３ページになります。 

 このページは、大きな変更点はございま

せんので、２０５ページをお願いいたしま

す。 

 ６目の博物館費でございます。 

 １の博物館運営事業の修繕料５５６万２,

０００円のうち、３７２万６,０００円につ

きましては、水中ポンプの更新を図ろうと

するものでございます。 

 次に、２０７ページになります。 

 ２０７ページの２の博物館活動推進事

業、１,０１４万５,０００円の計上につき

ましては、平成３１年度については、特別

展として、動物写真家の前川貴行氏の写真

展を企画しているところでございます。 

 これらに係る経費、あるいは企画展に係

る経費について、１,０１４万５,０００円

の計上をしたところでございます。 

 次に、２０９ページをお開きいただきた

いと思います。 

 ５項保健体育費、１目保健体育総務費、

スポーツ推進事業の補助金でございます。 

 補助金の中の上から三つ目、スポーツ団

体合宿事業補助金１９８万２,０００円でご

ざいますが、昨年までラグビーの合宿とし

てＮＥＣが美幌町で合宿を行っておりまし

たが、今年度につきましては、ラグビーの

ワールドカップの関係で本町での合宿はし

ないということで、この計上については昨

年も来町いたしました防衛大学ラクビー部

の部員１１５名に対する補助金となってご

ざいます。 

 次に、２１１ページをお願いいたしま

す。 

 ２目の体育施設費でございます。 

 屋内体育施設維持管理事業６,１０７万

６,０００円でございますけれども、スポー

ツセンターにおきましては、昨年６月２５

日から休館し、耐震工事を進めてきました

が、各工事完了に伴い１年間の維持管理経

費を計上したところでございます。 

 次に、２１３ページになります。 

 ２の屋外体育施設維持管理事業の三つ

目、各施設等維持管理協力報償２１万円で

ございますけれども、これにつきまして

は、陸上競技場の第４種公認認定に係る報

償費でございます。 

 それから、この中の修繕料５２５万７,０

００円のうち２１８万２,０００円につきま

しては、陸上競技場第４種公認に係る修繕

料として、２１８万２,０００円を計上した

ところでございます。 

 次に、３目学校給食センター費でござい

ます。 

 学校給食運営事業、２１５ページになり

ます。 
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 賄材料費７,５３０万３,０００円のう

ち、５７万９,０００円につきましては、地

元食材を使ったアスパラうどん、豚ジンギ

スカン、美幌あんぱんの提供のための材料

費でございます。 

 それから、２の学校給食センター維持管

理事業の修繕料２６５万４,０００円につき

ましては、厨房内の床排水溝修繕を行うも

の、あわせて、ボイラーの修繕などを行お

うとするものでございます。 

 次に、２１９ページになります。 

 １１款公債費でございます。 

 公債費の総額が、１０億２８９万８,００

０円でございます。 

 １項公債費、１目元金でございます。 

 町債元金の償還金、９億４,５４６万８,

０００円でございます。 

 公債費の残高につきましては、平成３０

年度末で９２億５,２０９万５,０００円で

ございます。新年度の借り入れ予定額が６

億９,３８７万６,０００円、償還額が９億

４,５４６万８,０００円ですので、平成３

１年度末の予定残高としては９０億５０万

３,０００円となる見込みでございます。 

 それから、２目の利子でございます。 

 町債利子償還金として５,６７９万６,０

００円を、一時借入金の利子として５０万

円を計上したところでございます。 

 それから、３目の公債諸費でございま

す。 

 登録債支払事務、手数料、１３万４,００

０円につきましては、市町村共済組合が引

き受け先となりました平成１６年借り入れ

の保健福祉総合センター建設分の登録債の

事務手数料でございます。 

 次に、２２１ページになります。 

 １２款職員給与費でございます。 

 職員給与費の総額が１３億６,３１９万

７,０００円でございます。 

 この特別職給につきましては、町長、副

町長、教育長の給与で、その下の一般職給

につきましては、職員１６６名分の給与で

ございます。 

 次に、２２３ページになります。 

 １３款予備費でございます。 

 予備費につきましては、昨年度と同額の

１００万円の計上をさせていただいたとこ

ろでございます。 

 それでは、４款の広域事務組合負担金及

び工事請負費、そして、６款の道営土地改

良事業負担金、８款の工事請負費及び９款

の消防費について、副町長より御説明を申

し上げます。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（平井雄二君） 次に、私から、

主要事業について参考資料によりご説明申

し上げますので、平成３１年度各会計予算

参考資料をお手元にお出し願いたいと思い

ます。 

 ５９ページでございます。 

 ５９ページ、３、道営土地改良事業計画

概要であります。 

 まず、一つ目の水利施設等保全高度化事

業であります。 

 まず、美幌豊栄地区は、区域が野崎、美

富、豊幌、登栄、駒生の一部で、平成２４

年度から平成３２年度までの継続事業で、

事業内容は畑と面の整備でございます。 

 今年度は、区画整理、暗渠排水、客土、

除礫の面整備事業を行うもので、平成３１

年度事業費は６,０５０万円となっておりま

す。 

 次に、二つ目の美幌昭美地区でございま

す。 

 区域は、昭野、美和、栄森の一部で、平

成２４年度から平成３１年度までの継続事

業で、最終年となっております。 

 事業内容は、上と同じ面整備事業であり

ます。 

 事業費についてつきましては、１,０００

万円となっております。 

 次に、三つ目の稲都福梅地区でございま

す。 

 区域は、稲美、都橋、福住、豊富、古梅
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で、平成２７年度から平成３２年度までの

継続事業で、事業内容は農道整備と面整備

事業であります。 

 今年度は、農道、区画整理、暗渠排水、

客土、除礫を行うもので、平成３１年度事

業費は２億７,４６０万円となっておりま

す。 

 また、農業経営高度化事業の通年施工に

ついては４件で、面積は８.２６ヘクタール

の実施を計画しております。 

 次に、四つ目の豊高第２地区でございま

す。 

 区域は、豊岡、高野で、平成２９年度か

ら平成３３年度までの継続事業でありま

す。 

 今年度は、区画整理、暗渠排水、客土を

行うもので、平成３１年度事業費は２億３

０万円となっております。 

 次に、五つ目の田中第２地区でございま

す。 

 地区は、田中、日並、報徳、瑞治の一部

で、平成３１年度から平成３８年度までの

新規地区でございます。 

 今年度につきましては、区画整理、暗渠

排水、客土の実施設計を行うもので、平成

３１年度の事業費は９,７００万円となって

おります。 

 最後に、六つ目の端野下右岸第２地区で

ございます。 

 北見市が実施する水利施設等保全高度化

事業でありますが、北見市端野町緋牛内か

ら本町の高野、豊岡にかけて隣接して所有

している農地について一体で実施するもの

で、平成２７年度から平成３２年度までの

継続事業であります。 

 今年度につきましては、客土を行うもの

であり、平成３１年度の事業費は７００万

円でありますが、全額、北見市が負担する

ものであります。 

 次に、二つ目の草地畜産基盤整備事業で

あります。 

 美幌日並地区は、区域は日並で、事業期

間は平成２９年度から平成３３年度であ

り、ＪＡびほろ所有の日並牧場の基盤整備

の継続事業でございます。 

 今年度は、草地整備、道路、隔障物を行

うもので、平成３１年度の事業費は７,９０

０万円となりますが、土地改良事業上、申

請及び法手続きにつきましては美幌町が行

うものでありますが、全額、受益者ＪＡの

負担であり、トンネル補助予算となってお

ります。 

 平成３１年度水利施設等保全高度化事業

の総事業費は６億４,９４０万円となり、ま

た、草地畜産基盤整備事業の事業費は７,９

００万円となります。 

 財源内訳につきましては、水利施設等保

全高度化事業の負担割合は、国が５５％、

道が２８％、地元負担が１７％で、地元負

担のうち、農家負担が７.５％、残りを道の

パワーアップ事業と町で４.７５％ずつ負担

をいたすもので、平成２７年度から農業経

営高度化促進事業を実施しており、国の補

助金を活用することにより、道及び町の負

担を一部軽減し、町の負担総額は６億４,９

４０万円のうち、約４.２％の２,７００万

３,０００円の町負担を予定しております。 

 また、草地畜産基盤整備事業の負担割合

は、国が５０％、道が２５％、地元が２

５％となりますが、町の負担についてはご

ざいません。 

 次に、同じく参考資料の７８ページをお

開きいただきたいと思います。 

 ９、広域事務組合、美幌・津別広域事務

組合負担金の内訳であります。 

 まず、津別町との負担割合でございます

が、総務部門の議会費、監査委員費、予備

費が５０％ずつ、総務部門の一般管理費と

衛生部門の火葬場経常費が、美幌町が８０.

２１％、津別町が１９.７９％で、昨年と同

じ負担割合となっています。 

 次に、消防ですが、通信指令施設管理費

とデジタル無線施設整備事業に係る公債費

が昨年同様に５０％ずつ、消防本部費及び
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通信指令業務運営費は、美幌町が７３.０

５％、津別町が２６.９５％で、これも昨年

と同じ負担割合となっております。 

 また、美幌消防費、車両等整備に係る公

債費につきましては、美幌町が１００％の

負担でございます。 

 新年度、広域事務組合の予算合計は、一

番下の欄の５億９,２４５万４,０００円

で、予算合計のうち、美幌町の負担につき

ましては右下の欄の４億５,５６４万９,０

００円で、対前年比１１.２％の減となって

おります。 

 次に、組合の主な事業でございますが、

消防庁舎改築基本設計・実施設計業務委託

と、改築に伴う第２車庫等解体工事、消防

職・団員の災害時における安全装備品とし

て、災害活動用雨衣と救助用半長靴の更新

整備、火葬場施設の火葬業務委託等でござ

います。 

 なお、引き続き防火意識の向上と自主防

災組織の育成、職・団員の訓練、指導に力

を入れ、災害に強いまちづくりに努めると

ともに、消防体制、救急体制の精度を上

げ、住民の安全・安心に万全を期してまい

りたいと思います。 

 また、火葬場の運営でありますが、利用

者のサービス向上とより効率的な管理運営

になお一層取り組んでまいる所存でござい

ます。 

 次に、予算参考資料１０７ページの次に

添付しております平成３１年度予算工事関

係参考資料の１ページを開いていただきた

いと思います。 

 ごみ処分場維持管理事業、廃棄物処理場

雨水整備工事をごらんいただきたいと思い

ます。 

 事業概要は、図面左上の第３期埋立地の

雨水、処理水、地下水を排水している地下

雨水排水管が土砂の堆積により支障を来し

ていることから、不具合解消のために、平

成３０年度から継続事業で、新年度で完了

するものであります。 

 工事内容は、第３期埋立地と図面中央部

の第２期埋立地の間の斜線部分、盛り土と

表示しております箇所に、１万８００立方

メートルの盛り土を行い、盛り土箇所に表

示の新設側溝①の箇所に１２４メートルの

側溝を、また、図面右側に表示の新設側溝

②の箇所に１５９メートルの側溝を設置

し、第３期埋立地からの雨水を自然流下に

より放流するもので、工事費は４,００５万

１,０００円を予定しております。 

 次に、２ページをお開きいただきたいと

思います。 

 道路橋梁補修事業でございます。 

 まず、地図番号①、第８号道路は、三橋

南、ダイソー様東側の東雲橋の橋梁補修工

事であります。 

 本事業は、橋梁長寿命化修繕計画に基づ

く橋梁補修事業で、実施設計と車道幅員９.

０メートル、歩道幅員左右各３.０メート

ル、延長２７.６メートルの橋面補修を予定

しており、工事費は７７０万円を計上して

おります。 

 次に、②第９号道路は、日の出２丁目北

側はパーラー東和様西側から、南側は青木

様宅までの車道幅員１１．０メートル、延

長１１２メートルの舗装補修を予定してお

り、工事費は１,４２０万円を計上しており

ます。 

 この財源は、いずれも国庫補助金として

社会資本整備総合交付金、補助率１０分の

６、補助残は過疎債、充当率１００％で、

うち後年度元利償還金の７０％が交付税措

置されるものを活用した整備を予定してお

ります。 

 次に、３ページをお開きいただきたいと

思います。 

 道路整備事業であります。 

 図面左下の地図番号①、第２４９号道路

は、大通北４丁目、肉の割烹田村様から東

１条北４丁目、モイワヘルパー様までの車

道幅員８.０メートル、延長１２０メートル

の改良、舗装を予定しております。 
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 次に、地図番号②は、①の続きであり、

モイワヘルパー様から東２条北４丁目のさ

んけん様までの車道幅員４.５メートル、延

長１００メートルの舗装補修を予定してお

ります。 

 第249号道路の工事費は、合わせて１,６

６０万円を計上しているところでありま

す。 

 次に、地図番号③、第５０３号道路は、

新町１丁目、香川履物店様から伊藤様宅ま

での車道幅員５.０メートル、延長１７０メ

ートルの改良、舗装を予定しており、工事

費は１,４５０万円を計上しております。 

 次に、地図番号④、第６３６号道路は、

鳥里２丁目、大西様宅から公園通までの車

道幅員５.５メートル、延長１７０メートル

の改良、舗装を予定しており、工事費は２,

０７０万円を計上しております。 

 次に、図面右上⑤、第５３２号、第５３

３号道路は、国道３９号から陽光台団地へ

入る路線で、第５３２号道路は、陽光台団

地入り口右側からの車道幅員５.５メート

ル、歩道幅員１.２５メートル、延長１０２

メートルを、第５３３号道路は、陽光台団

地入り口左側からの車道幅員６.０メート

ル、歩道幅員２.０メートル、延長１００メ

ートルの改良、舗装を予定しており、工事

費は３,７０５万円を計上しております。 

 次に、右下⑥の第２号道路は、稲美、都

市開発コンサルタント様交差点から、国道

２４３号、しまむら様までの車道幅員５.０

メートル、延長５５０メートルの西側の片

側車線の舗装補修を予定しております。工

事費は１,６００万円を計上しております。 

 次に、中央上の⑦、第８号道路、歩道

は、平成３０年度からの継続路線で、東町

２丁目の東町集会室から東町１丁目の美幌

北炭様までの片側の歩道改良で、歩道幅員

３.０メートル、延長２１２メートルの改良

舗装を予定しております。 

 次に、⑧、第２号道路、歩道は、東町１

丁目のセブンイレブン様の向かいになる三

橋南側の片側の歩道改良で、歩道幅員３.０

メートル、延長１００メートルの改良舗装

を予定しており、歩道整備の第２号、第８

号道路の工事費合計につきましては、２,４

００万円を計上しております。 

 次に、⑨の第９号道路、歩道は、先ほ

ど、２ページでご説明申し上げました日の

出２丁目のパーラー東和様西側から青木様

宅までの道路舗装補修に合わせて、歩道幅

員３.５メートル、左右両側合わせた延長２

０２メートルの歩道舗装補修を予定してお

り、工事費は１,９１９万円を計上しており

ます。 

 この９本の路線は、いずれも過疎債、充

当率１００％、そのうち、後年度元利償還

金の７０％が交付税措置されるものを活用

した整備を予定しております。 

 次に、４ページをお開き願いたいと思い

ます。 

 道路改築事業であります。 

 図面中央①、第２６２号道路は、平成２

８年度から改良と舗装を年次計画で実施し

ているもので、今年度は、大通南１丁目、

時計台様から国道２４３号までの車道幅員

８.５メートル、歩道幅員２.５メートル、

延長１０９メートルの改良、舗装を予定し

ており、工事費は３,７５０万円を計上して

おります。 

 この整備は、国庫補助金としての社会資

本整備総合交付金、補助率１０分の６、補

助残は過疎債、充当率１００％のうち、後

年度元利償還金の７０％が交付税措置され

るものを活用した整備を予定しておりま

す。 

 次の５ページをお開き願いたいと思いま

す。 

 公園維持管理事業であります。 

 昭和５０年に供用開始後、既に４３年が

経過しておりますみとみ公園の複合遊具と

砂場を撤去し、複合遊具の更新を行うもの

であり、工事費は１,８８０万円を計上して

おります。 
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 この整備は、国庫補助金として、社会資

本整備総合交付金、補助率１０分の５、補

助残は公共事業債、充当率９０％のうち、

後年度元利償還金の５０％が交付税措置さ

れるものを活用した整備を予定しておりま

す。 

 以上、主要事業について私からご説明申

し上げましたので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） それでは、引

き続き、歳入についてご説明をさせていた

だきますので、予算書の２０ページ、２１

ページをお開きいただきたいと思います。 

 １款町税につきましては、前年度から１,

７２１万９,０００円の増で、総額で２１億

９,６０２万円、率にして０.８％の増を見

込んだところでございます。 

 まず、個人町民税につきましては、納税

義務者数の減少などにより、６２９万６,０

００円の減、８億３,５３１万９,０００円

を見込み、法人町民税におきましては、景

気動向等の調査結果などにより、２６９万

２,０００円の減、１億２,９５１万３,００

０円を見込んでおります。 

 次に、２項固定資産税につきましては、

新規設備投資によります償却資産の増加が

見込まれることから、３,３５７万５,００

０円の増で、８億７,８１２万７,０００円

を見込んだものでございます。 

 ３項軽自動車税でございます。 

 ２目の環境性能割は、平成３１年１０月

１日の消費税率１０％の引き上げに伴いま

して、自動車取得税が廃止をされ、１０月

１日以降の軽自動車の取得に対して、新た

に環境性能割が創設されるもので、歳入と

して６５万２,０００円を見込んだところで

ございます。 

 ４項町たばこ税でございます。 

 これにつきましては、売上本数が減少傾

向にあることから、９６９万円の減の１億

６,１６６万３,０００円を見込んだところ

でございます。 

 次に、２３ページになります。 

 ２款の地方譲与税につきましては、９５

１万５,０００円の減、総額で１億４,２８

７万２,０００円を見込んだところでござい

ます。 

 まず、１項地方揮発油譲与税につきまし

ては、ガソリンに対して課される税でござ

いまして、地方揮発油税の４２％が市町村

に交付されることになっておりますが、本

年度につきましては、４,０３８万円を見込

んだものでございます。 

 ２項の自動車重量譲与税につきまして

は、自動車重量税の１,０００分の４０７が

市町村の道路延長及び面積に基づいて譲与

されるものでございます。 

 本年度につきましては、１億２３４万３,

０００円を見込んだものでございます。 

 次に、２５ページをお開きいただきたい

と思います。 

 ３款の利子割交付金でございます。 

 利子割交付金につきましては、道民税の

利子割の９９％について、その５分の３相

当額が市町村の個人道民税で按分されて交

付をされるものでございます。 

 本年度につきましては、３８５万円を見

込んだところでございます。 

 次に、２７ページになります。 

 ４款の配当割交付金でございます。 

 個人に係ります株式の配当に対して、

５％が特別徴収をされまして、その９９％

の５分の３相当額が市町村へ交付をされる

ものですが、今年度については、５９０万

５,０００円を計上させていただいたところ

でございます。 

 次に、２９ページになります。 

 ５款の株式等譲渡所得割交付金でござい

ます。 

 これにつきましては、所得税において源

泉徴収を選択いたしました特定口座におけ

る株式等の譲渡所得に対して、特別徴収税

額の９９％の５分の３相当額が交付される
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ものでございます。 

 本年度につきましては、４９５万円の予

算を計上したところでございます。 

 次に、３１ページになります。 

 ６款の地方消費税交付金でございます。 

 地方消費税交付金につきましては、平成

３０年度の決算見込み、あるいは、地方財

政計画によります消費税率の引き上げ分を

勘案いたしまして、１,３０２万円の増で４

億１,２１２万５,０００円を見込んでござ

います。 

 消費税につきましては、平成２６年４月

より地方消費税を合わせた税率が５％から

８％へ引き上げになっておりますが、引き

上げ分の地方消費税交付金については、そ

の全額を社会保障経費に充てることとなっ

てございます。 

 また１０月１日以降に１０％へ引き上げ

となる部分についても、平成３１年度中は

引き続き社会保障経費に充てることとなっ

てございます。 

 なお、予算書の参考資料の７９ページに

その使途を明示しておりますので、参考に

していただければと思います。 

 次に、３３ページになります。 

 ７款自動車取得税交付金につきまして

は、自動車取得税額の９５％の１０分の７

相当額が道路の延長及び面積に応じて交付

をされるものでございます。 

 平成３１年１０月１日の消費税率１０％

の引き上げに合わせて廃止されることか

ら、２,４９８万１,０００円の減の１,６０

８万２,０００円を見込んだところでござい

ます。 

 次に、３５ページになります。 

 ８款、新設の環境性能割交付金でござい

ます。 

 平成３１年１０月１日の消費税率１０％

への引き上げに伴いまして、自動車取得税

が廃止をされ、１０月１日以降の自動車の

取得に対して、新たに環境性能割交付金が

創設されるものでございます。 

 今年度につきましては、１,３６９万９,

０００円を見込んで計上したところでござ

います。 

 次に、３７ページでございます。 

 ９款の国有提供施設等所在市町村助成交

付金につきましては、３４万５,０００円を

計上したところでございます。 

 次に、３９ページになります。 

 １０款の地方特例交付金でございます。 

 税源移譲の影響に伴いまして、国税であ

る所得税から控除し切れなかった住宅借入

金等特別税額の控除分を地方税の個人住民

税から控除した際に、その個人住民税の減

収分を補塡するために交付されるもののほ

か、環境性能割の臨時的軽減による補塡、

また、平成３１年度開始予定の幼児教育の

無償化に係る地方負担額の措置分などによ

り、１,１７０万１,０００円の増で１,８９

０万６,０００円を見込んだところでござい

ます。 

 次に、４１ページになります。 

 １１款地方交付税でございます。 

 地方交付税につきましては、２,０００万

円減の３８億３,０００万円を見込んだとこ

ろでございます。 

 地方交付税は、地方公共団体が全国等し

く行政サービスを提供できるように、財源

調整及び財源保障の観点から、一定のルー

ルに基づいて国から交付される財源でござ

います。この地方交付税が歳入全体の約４

割を占めているところでございます。 

 地方交付税の総額につきましては、平成

３０年度の地方財政計画の水準を下回るこ

とがないよう、また、地方財政の運営に支

障がないよう、適切な財源措置を講じる

旨、国は基本的な考え方を示しているとこ

ろでございます。 

 具体的には、東日本大震災の復旧・復興

事業等について、通常収支と特別枠で整理

をし、地方の所要の事業費及び財源を確実

に確保するため、地方消費税の引き上げに

伴い、社会保障の充実等の地方負担分は基
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準財政需要額に１００％参入するなどさま

ざまな工夫を行うことにより、平成３１年

度の地方財政計画におきましては、出口ベ

ースで１６兆１,８０９億円が計上され、前

年度を１.１％上回る総額が確保されたとこ

ろでございます。 

 こうしたことから、地方財政計画の見通

し、さらには、平成３０年度決算見込みを

勘案の上、本庁に交付されます中央交付税

を推計した結果、前年度より２,０００万円

減の３８億３,０００万円と計上したところ

でございます。 

 次に、４３ページでございます。 

 １２款の交通安全対策特別交付金でござ

います。 

 交通違反の反則金から事務費を除いた額

が交通事故の発生件数あるいは道路延長な

どに基づいて市町村に交付をされるもので

ございます。 

 今年度につきましては、６１万７,０００

円の減で２５５万２,０００円を見込んだと

ころでございます。 

 次に、４５ページになります。 

 １３款の分担金及び負担金でございま

す。 

 総額として１,７１８万５,０００円の増

で１億１,２４０万円を見込んでいるところ

でございます。 

 主な内容でございますけれども、まず、

農業費分担金のうち、田中第２地区が改良

工事に着手すること、それから、民生費負

担金の児童福祉費負担金のうち、美幌、東

陽保育園の保育料、それから、発達支援セ

ンターの給付費及び利用者負担金が所得計

算等により増となってございます。 

 また、社会教育費負担金の元町８遺跡発

掘調査負担金もそれぞれ増となっていると

ころでございます。 

 次に、４７ページでございます。 

 １４款の使用料及び手数料でございま

す。 

 ２１万４,０００円の増で、総額として２

億６,９９３万１,０００円を見込んでいる

ところでございます。 

 ２目の民生使用料の児童福祉使用料のう

ち、学童保育所利用料、一時預かり利用料

について増を見たところでございます。 

 また、６目の教育使用料、保健体育使用

料のうち、スポーツセンター使用料は、耐

震改修終了により、使用料の増を見込んだ

ところでございます。 

 次に、５１ページになります。 

 １５款国庫支出金でございます。 

 国の制度あるいは事業の実施に伴います

負担金及び補助金、委託金でございます。 

 ２億１,１２９万９,０００円の減、総額

で７億３,２５８万円を見込んでおります。 

 本年度に追加となってございます主な項

目でございます。 

 ２項の国庫補助金、３目衛生費国庫補助

金の１節、保健衛生費補助金、産後健診・

産後ケア事業補助金につきましては、産後

２週間及び１カ月健診に係る費用及び退院

直後の母子に対しての身体的・精神的ケア

に係る補助金を１０２万５,０００円、それ

から、５目の土木費国庫補助金、１節の美

幌演習場等周辺除雪施設設置事業補助金に

つきましては、大型ロータリー除雪車１台

購入によります補助金として４,９３３万

７,０００円、それぞれ増となったところで

ございます。 

 次に、５５ページになります。 

 １６款の道支出金でございます。 

 ２０１万７,０００円の増額で、総額とし

て７億３,９３４万円を見込んでいるところ

でございます。 

 本年度追加となった主な項目として、５

７ページになります。 

 ５７ページの農林水産業費道補助金、１

節農業費補助金のうち、最後にあります農

業水路等長寿命化・防災減災事業補助金２,

２５４万９,０００円です。 

 これにつきましては、古梅ダムの観測装

置更新工事及び古梅ダム道営幹線の４路線
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の用水路機能診断保全計画策定に伴う補助

金でございます。 

 それから、３項委託金のうち、４節の選

挙費委託金、知事及び道議会議員選挙費委

託金、また、参議院選挙費委託金につきま

しては、平成３１年４月及び７月に実施予

定の選挙費委託金でございます。 

 次に、６１ページになります。 

 １７款財産収入でございます。 

 ５,７０３万１,０００円の増で、総額で

９,３３９万５,０００円を計上したところ

でございます。 

 増額の主な内容といたしましては、２項

の財産売払収入、２目物品売払収入の１

節、物品売払代１６８万円につきまして

は、ロータリー除雪車更新に伴います売払

収入でございます。 

 それから、４目有価証券売払収入の５,５

２０万円につきましては、女満別空港ビル

株式会社の株式４００株に対する売却代金

であります。 

 なお、これにつきましては、財政調整基

金への積み立てを予定しているところでご

ざいます。 

 次に、６３ページになります。 

 １８款寄附金でございます。 

 ６９９万９,０００円の増で、総額で３,

２００万７,０００円を見込んだところでご

ざいます。 

 一般寄附金のふるさと寄附金であります

が、本年１月末現在の寄附金総額が３,４３

７万８,０００円となっていることから、

３,２００万円を見込んでいるところでござ

います。 

 次に、６５ページになります。 

 １９款の繰入金でございます。 

 繰入金につきましては、各事業費の財源

に充てるため、それぞれの基金から繰り入

れを行うもの、総額として４億２,１１３万

３,０００円を見込んでいるところでござい

ます。 

 まず、１目財政調整基金繰入金につきま

しては、予算編成におきまして収支不足が

生じたことから、その財源として１億３,４

２１万円の繰り入れを行うものでございま

す。 

 ２目の公共施設整備基金繰入金につきま

しては、道路及び公園など公共施設の整備

に充てるための財源として１億９,０００万

円を繰り入れるものでございます。 

 ４目のふるさとづくり基金繰入金につき

ましては、国際交流事業、まちづくり活動

奨励事業、スポーツ振興事業のほか、ふる

さと寄附金の寄附目的に合わせた繰り入れ

を行うもので、４１５万２,０００円の増、

３,３６５万２,０００円を見込んだところ

でございます。 

 ９目の役場庁舎改築基金繰入金につきま

しては、役場庁舎建設設計業務委託料及び

支障物件撤去等工事に係る繰り入れとして

１,８００万円の繰り入れを行うものでござ

います。 

 それから、１０目の田子高齢者生活活動

支援及び青少年スポーツ振興基金繰入金に

つきましては、介護従事者資格取得支援事

業補助金に係ります４１０万円の繰り入れ

を行おうとするものでございます。 

 なお、予算書の２７５ページになります

が、各種基金の残高調べがさきの追加補正

の議決をいただいたことによりまして金額

が変更となってございます。 

 お手元に配付をさせていただきました

が、これに変更となってございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、６７ページになります。 

 ２０款の繰越金でございます。 

 繰越金につきましては、平成３０年度繰

越金として、１,０００万円を見込んだとこ

ろでございます。 

 次に、６９ページでございます。 

 ２１款の諸収入でございますが、各費目

に該当しない収入をこの費目の中で計上を

してございます。総額で４億９,６０６万円

という形で見込んだところでございます。 
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 ７１ページになります。 

 ５目の雑入でございます。 

 大きな変更点はございませんが、７３ペ

ージの下から二つ目、退職手当事前納付金

清算分が３年に１回で清算の年であること

から、１,０５１万８,０００円について計

上をしたところでございます。 

 次に、７５ページ、２２款町債になりま

す。 

 総額で、先ほど地方債のところでご説明

を申し上げました６億９,３８７万６,００

０円を見込んでございます。 

 内容につきましては、地方債のところで

ご説明をさせていただきましたので、省略

をさせていただきたいと思います。 

 以上、平成３１年度の一般会計予算につ

きましてご説明を申し上げました。 

 よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

       午後 ３時１２分 延会   
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